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新幹線公害対策としての緑地遊歩道

一フランス大西洋新幹線の事例一

舩橋｜清俊

フランスにおける新幹線建設の概要

公害対箙の全般的特色と「緑地遊歩道」

大西洋新幹線の建設継過一「緑地遊歩道」をI''心に

意志決定過概の分析

第一節

第二節

第三節

第四節

結び

日本の新幹線公害|M1題の現状と対比するとフランスにおける新幹線公

害対策は内容的，意志決定手続きの両面にわたって，よりすぐれたもの

になっており，日本にとって大きな教訓を示しているように思われる。

本稿は，フランスにおける新幹線の建設経過とその公害対策を以下の点

に111]して，検討するものである。

第一に，フランスにおける新幹線網の概要はどのようなものであろう

か（第一節)。

第二に，公害対策としてどういう手段が講じられているのか。とりわ

け大西洋新幹線ぞいの人口密集地であるパリ郊外に作られた緑地遊歩道

(Coul6everte）はどういう内容を持っているのか（第二節)。

第三に，この緑地遊歩道は１１本に見られないようなすぐれた公害対策

であるが，そのような対簸はどのような意志決定過程を通して可能にな

ったのか（第三節)。

第四に，日仏のあいだで公害対策についての大きな差異が生まれたの

は，どのような根拠からなのか。その〕RＭ１を，意志決定制度の差異，そ

の内部での諸主体の行為のしかたの差異という点から分析する（第四

節)。
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以上の検討を通して，日本における大規模交通施設の建設にかかわる

意志決定制度の問題点とその改善の方向について示唆が得られるであろ

う。

第一節フランスにおける新幹線建設の概要

フランスにおける新幹線(Traillagrandevitesse,ＴＧＶ)網の1993

年における姿は図１に示したようなものになることが予想されている。

これらの各路線の概要を，ごく簡単に記しておこう(1)。

［１］フランスにおける第一番目の新幹線はパリーリヨン間を結ぶ路

線(423ｋｍ)であり，ＴＧＶParis/Sud､Estと呼ばれている（本稿では

以下，南東新幹線と言う)。この路線は1989年夏の時点までは営業され

ている唯一の新幹線であった。この新幹線路線についての研究は１９６７

年の末から開始され，1969年１２月にフランス国鉄(SNCF)から運輸

大臣あてに，報告書("Pl･ojetdedesserteduSud-Estiigl･andevitesse，

aumoyelld'ullelignel〕al･is-Lyon"）が提出された。公益調査の結果，

1976年３月２３日に公益宣言（D6claratiolldUtilitEPublique)が行な

われ，1976年１２月７日に工事が開始された。部分的には在来線を使用

するので，新設されたのは３９０ｋｍである。本路線の計画決定は，1976

年７月１０日に定められた自然保護法の規定による環境影響評価(la

proc6dured'6tuded'iml)act）は適用されておらず，この点で以下に述

べる大西洋新幹線や北部新幹線とは異なっている。１９８１年９月２７日に

部分的開業(274ｋｍ)，８３年９月２６日に全線開業をした。末端では既

設線を使って８箇所に分岐し，スイスのジュネーブ(Geneve)，ローザ

ンヌ（Lausalme）にも乗り入れている。最高速度は２７０キロでパリーリ

ヨン間をほぼ２時間で結んでいる。１列車が客車８両編成で，３８０の座

席があり，全長200ｍである。一日あたり，上下線あわせて１００－１２０

３



本の列''1が走っている。土地や車両の購入費を含めた建設総費１１１は，

138億フランであった。本路線の商業的成功が，第二，第三の路線の建

設を促進するものとなった。

［２］フランスにおける第二の新幹線は，TGVAtlantique（本稿で

は大西洋新幹線と呼ぶ）である。この路線はパリを起点として，南西方

面に124ｋｍ進み，クルタラン(CourtillailI)付近でＹ字型に分岐し，ト

ゥール(Tours)，ポワゾーエ(1)oitie1.s）を経てボルドー（ＢＯＩ･deaux）へ

と向かう南西部方面の路線（104ｋｍ）と，ル・マン（ＬｅＭａｎｓ)，レン

ヌ（Rellnes）を経てブルターニュ地ﾌﾟjに向かう西部方面の路線(５２ｋｍ）

の二つに分れる。さらに各地でその先端が分岐する。大西洋新幹線のた

めに専川路線が280ｋｍ新設されるが，その先端においては在来線への

乗り入れがなされ，合計七箇所の終点が予定されている（図１を参照)。

フランス国鉄は本路線の研究調査に１９７８年以来取り組んできた。

1981年９月にミッテラン大統領による建設櫛想の発表が行なわれ，

1983年に建設の可否を決定する公式手続きの核心たる公益調査が実施

された。1985年から二I:事が開始され]:事と試験は８９年に終了し，８９年

９１１２４日に，まず西部方面の路線が||ﾄ1業した。大西洋新幹線は１２両編

成（そのうち客車は１０両）で，485席，最高時速300キロで運行し，

全線開業すれば，一日あたり120本のﾀﾞ||車が走る。建設予算は160億フ

ランと見積もられている。本稿が詳しく検討対象とするのはこの第二番

目の新幹線である。

［３］第三の新幹線は，Ｔ(ｊＶＮｏｒｄ（北部新幹線）である。パリを

発してから北に進み，リール（Lille）にて，東西に分岐し，東方|ｲﾘの路

線はプリュセル（Bruxelles,ベルギー）に向かい，西方向の路線はカレ

ー（Calais）から英仏海峡を海底トンネルでくぐってロンドンまで行く

ものである。総費用は220億フランと見積もられている。この路線は，
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フランス，ベルギー，イギリスが直接的に建設，営業に関与するという

初めての本格的な国際新幹線となる。本路線の開業予定は1993年であ

るが，それはちょうど1992年のＥＣの市場統合に対応し，統合を輸送

面から実質的に推進するような建設プロジェクトであるといえよう。建

設計画の決定の核心たる公益調査は，フランスでは，1988年5～７月に

かけて行なわれた。公益調査においては，パリーリール間の３つの主要

な路線案が提案され，検討されたが，関係地域の自治体と住民団体が新

幹線の誘致合戦を繰り広げている。

このようにフランスの新幹線網は現在において，ヨーロッパで最大の

ものであり，将来も当分のｌ１ｌ１はそうであり続けるであろう。ＴＧＶは開

業時期については，日本の新幹線におくれたとはいえ，営業速度におい

ては日本のそれを常に上回っている。この点に日本に対する競争意識も

見て取れ，先端技術分野でフランスの工業力を示す象徴的事業ともなっ

ている。

第二節公害対策の全般的特色と「緑地遊歩道」

［ｌ］全般的特色

公害問題全体の中での位慨をみると，フランスにおいては新幹線公害

は非常に重要な問題，あるいは解決困難な問題としては考えられていな

い。いくつかの環境問題にとりくむ団体へのインタビューにおいても，

まず重要な問題として指摘されたのは，酸性雨や放射能汚染の問題であ

り，新幹線公害問題はそれらに比べると小さい問題として考えられてい

る。交通問題全体の中でみると，鉄道は自動車よりも環境への打撃が少

なく，エネルギー節約的であるという点で，環境へ関心を持つ市民団体

も一般に道路建設よりも許容的に受け止めている。

例えば，「交通利用者団体全国連合」（F6(l6ratiollNationaledes

Associationsd'Usagel･ｓｄｅｓＴ１･allsl〕orts，ＦＮＡＵＴ）へのインタビュー

５
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においては，高速道路に対する批判意見とともに新幹線に対する条件付

き賛成の意見がのべられた(2)。

有力な環境保護団体「地球の友」（LcsAI】ＵｉｃｄｅｌａＴｅｒｌ.e)のフラン

ス支部の会長は，次のようにのべている。「鉄道は空間とエネルギーを

節約し，確実で利用者は疲れないから，環境保謎的な輸送手段である。

自動I|【や飛行機よりずっとよい。新幹線にせよｲﾋﾟ来線にせよ，鉄道が引

き起こす環境|ｌｉｊ題は同地的であり解決可能である。それゆえ「地球の

友」は海底トンネルを通る北部新幹線の建設にHf成であり，高速道路計

画には反対である｡｣(3)

これらの団体において新幹線公害は解決可能な問題であり，ＩＬｌ動車よ

りずっとよい輸送手段と考えられている。フランスにおける新幹線建設

過程を分析する際，このような考え方が有力な住民団体に存在すること

は留怠されなければならない。

このような新幹線公害に対する見方は，これまでの公害の現状と対策

の実紬に裏付けられている。

南東新幹線が開業してから二年後に，フランス国鉄は，新幹線の環境

への影響について体系的な事後調査を行ない，九項目（農業，森ｸ林，自

然環境，水系，騒音，景観，11M蔵物jfl跡，物資の使/ijとl(箙(，地域社会

生活）にわたって検討を加え，報告;!｝［SNCF/CETＥ(1eLyo1】1983］

を公表している。本報告書はいろいろな問題点の指摘をしているが，全

体として，フランスにおいては，新幹線が非↑|；に深刻な公害問題を引き

起こしているわけではない(‘)。｜)'１業している唯一の路線である南東新幹

線の場合，騒音問題が起きたのは二箇所（リヨンとヴァル・マルティン

(Val-Martille)）に{Ｗまる。南東新幹線全線において線路のiTli01I50m

以内にある住居は約30軒であり，そのうち「等価騒二lPfレベル」（Leq

(81I-20h)）で75.b(Ａ)以上の慰斉を受けているものは３軒である。ま

た同じく線路のiiIIj側50-10()、】の範ｌｊｌＩには，全線で約］００軒が存在す

るが，７０．b(Ａ）以上の騒音を受けているものは一つもない。
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また振動は，これまでの所，公害Ｉｌｉ１題となっていない。日本の東海

道・山陽新幹線でみられて来たような，名古k噺幹線公害裁判や，全線

にわたって３万９千戸の騒音防止工事や３千戸の振動対策が必要とされ

る事態は生じていない(5)。

［２］新幹線にかかわる環境蝉ＩＩｌ

このように被害が回避されているのは，どのような対策によって可能

となったのであろうか。

まず，新幹線公害の焦点となる騒脊と賑､！jについての環境基準がどの

ようになっているかを確認しておこう。

日本の新幹線の騒音基準は各ﾀﾞﾘＩｌｉの通過に際してのピーク時騒音を基

準にしているが，フランスの新幹線騒吝基準は>)'|の考え方に立脚してい

る。フランスの基準は，８１Ir-20時の「等llli騒音レベル」（Leq(8h－

20h)）であり，デシベル（(11)）をj1t位としてillll定する。これは，ｌ日中

(８時-20時）に受ける騒音エネルギー総jitと等Illiの騒音エネルギーを

生み出すような均一の騒音の水準である(6)。

この等価騒音レベルを基準にするという考え力は，フランスにおいて

は道路交通騒音においても採川されている。

新幹線鉄道について政府の>とめている駁７fJ陣(１１は，表ｌのようになっ

第１表フランスの新幹線騒音基準

DＭ１の状況ケース 基準値(Leq）

Ｌｅｑ（８）I～2011）＜65.ｂ

人家への影響のあるjUlll）（zonosonsi1)ＩＣ）

人家への影響のない'111W}(zonoIloIlsOIlsiblc）

［'１位の畷fＦ

65.ｂ＜Ｌｃ(I（811～20ｈ）＜７０(1)〕

65ｄｂ（Ａ）

７５．１〕（Ａ）

２
70ｄｂ（Ａ）

強い駁if

70db＜Ｌｅｑ（８）)～20ｈ）
３

70.1)（Ａ）

注：住居の外側２ｍの地点でUIll定する。ｄｂ（Ａ）はＡ特性での測定を表わす。
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第２表フランス国鉄の表明している，北部新幹線に関する騒音防止目標

瞬響ﾅIX皿亦の間UNC

注：住居の外側２ｍの地点で測定する．

ている(7)。

つまり，新幹線だけの影響によって，Leq(811-20h)が65.b以下，７０

db以下あるいは７５．ｂ以下というようにすればよい。この数値は「等

価騒音レベル」だから一列車のピーク時騒音は７５．ｂ以上もありうる。

このような政府基準をふまえて，フランス国鉄は，南東新幹線と大西

洋新幹線に関しては，この基準を達成すべき目標としてきた。第三の新

幹線である北部新幹線については，公益調査の過程において，これより

若干厳しい目標が，表２のように国鉄によって表明されている(8)。

一般に，既存の騒音と同じ騒音エネルギーが新たに加わることによっ

て，騒音レベルは３デシベル増大するという点に留意すれば，この国鉄

の基本的方針は，次のことを意味している。既存の騒音に新幹線騒音が

加わったことによる増大が既存の騒音より２デシベル増以下であるなら

ばなにもしない，３デシベル以上の増大がある場合は，防音壁や防音盛

り土等の発生源対策をとる，ということである(9)。

防音壁等の設置にもかかわらず，この目標値が達成できない場合は，

家屋への防音工事を行なうことになる。

以上のような騒音基準は，新幹線に関して一貫して用いられているが，

関係者の間で，批判がないわけではない。代表的な批判には，次のよう

なものがある。第一に「等価騒音レベル」という単位を前提にしても，

より厳しい値を設定すべきであるという環境省の批判がある。「現行基

８



i(11はＬｅ(lで，鉄道は，状況に応じて６５，７０，７５．１〕，道路は|可じ考え方で，

6()(Ⅱ）（静かなところ)，６５(11〕（にぎやかな所）となっている。だが，

環境省としては，鉄道は６５．１)，道路は６０．ｂという水準がより望まし

いと考えている｣。第二に，Leq(8h-20h）という基i(`が，８時以前と２０

時以後の列車通過に伴う騒斉を無視しているという批判，第三に，「等

価騒音レベル」だけでなく，各列車の出すピーク時騒宵レベルを規制す

べきであるという批判が，住民団体からは寄せられている('0)・

では，［1本の環境基iII1と比べてみて，フランスの基準は実質的により

厳しいものと言えるであろうか。日本の基i＃1は，７０．１）（住居地域)，７５

．１）（商工業地域）であるが，これは，各列Ilfごとのピーク時騒音の平

均値を対象にして定められたものなので，フランスの「等価騒音レベ

ル」を尺度とした数値とただちに大小を比べても意１床はない。iJjiliilの｣（

準の実質的な比較をする際には通過列車の本数が鍵になる。

一般論としては，ダ|I]|{の通過本数が非常に多くなれば，フランスの基

jMl1のほうが，日本のＪ１雌よりもＩＭＩ(しいものとなる。逆に通過ﾀﾞ''''1が非常

に少ない場合は，日本の基ｉＩｌ１のほうが実質的にフランスの基準より厳し

いものになる。現在得られているデータに基づき，いくつかの仮定をお

いて筆者が試算したところによれば，通過列車が一日あたり600本の場

合，一列車あたりのピーク時慰音75ｄｂと，Ｌｅ(l(811-20h)６５．１〕は等し

くなる。つまり，通過列]|i:が600本未満の場合，日本の基準のほうがよ

り厳しい。したがって，日本の東海道新幹線では走行本数は250本程''10〔

であるから，日本の騒背避ｉＩＩｌが達成できれば，フランスの騒音基準にも

合格するといえよう('１)。

次に振動については，開業している南東新幹線に閲して，今までのと

ころ問題は生じていない。新幹線に即しての経験が少なく，IMj題も生じ

ていないので，新幹線Il1jl有の振動についての環境埜準はない。新幹線の

場合も一般的な雑jW(（normeg6n6rale）に従う。大西洋新幹線の公益調

森報告書でも振動についてはまったく問題として取り上げていない('２１。

９



［３］公害対策の雑木的設計思想

フランス新幹線の設計思想を公害対箙という視点からみれば，次のよ

うな諸特徴を指摘できる。これらの諸特徴によって，フランスの新幹線

は，日本のような人口密集地帯を高架で走行するという事態を，IIjl避す

ることに成功している。

第一に，路線の選定の際に，極力，災落や住ＩＩｉｌから離れた地点を路線

が通過するという方針が採川され，実際に膿村地帯ではそれが可能なこ

とである。フランスの人口密度は日本の三分の一であり，平野部の比率

も日本より高いから，架落や都市は日本に比べてはるかに散在している。

[1本の東海道新幹線も，フランスの南東新幹線も，それぞれの同の首都

圏とそれから約500キロ離れた第二の大部Tlj圏を結ぶ形で作られたが，

沿線の状況は非常に異なる。東海道新幹線は人口の密集する太平洋ベル

ト地帯を通過し，’'1窓から見られる人家や災落がとぎれることがないの

に対し，フランスの新幹線においては，いったんパリから農村地帯に出

てしまえば，人家や集落がまったく見えないのが術態である。南東新幹

線の全線で線路から両側100ｍ以内の住居は約130軒にしかすぎない｡

これに対し，｜]本では東京一博多間の線路両01150ｍ以内に約１万軒の

家屋があると推計されている(１３)。

第二に，都心乗り入れにllfl執していないため，人[=|密集地での商速走

行箇所が少ない。パリにおいては，従来から，在来線の駅も都心乗り入

れをしていないが，新幹線も同様である。南東新幹線は，パリのリヨン

駅を起点とし，大西洋新幹線はパリのモンパルナス駅を起点とし，パリ

の最中心部に乗り入れることは企図されていない。そうは言っても，こ

れら起点の駅からしばらくのあいだは，都T1j部の人口密集地を走行しな

ければならないが，そこでは，線路を新設するのではなく，在来線の線

路を走行している。そのおかげで，新しい線路を述設することに伴う土

地取得といった雌'１１１を回避していると同時に，在来線ﾀﾞ'|車と線路を共川
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しているがゆえに，高速走行をしていない。共川部分では速度も時速

120-160キロに１１１１さえざるをえない。これらのことが，人口密集地に

おける公害問題を回避するのに役だっている。南東新幹線が専用線路を

高速で走り出すのは，パリの起点（リヨン駅）から２７キロ離れた地点

になってからのことであるい`)。

北部新幹線が開設された場合，それと南東新幹線や大西洋新幹線との

接続が問題になる。これについても，最短lIIi雌で三線を接続するために

都心部を貫通させるというﾌﾞﾉ式ではなく，多少距離が伸びても都心部を

避けてパリ郊外を迂回する形での接続が予定されている（図１を参照)。

このように，新幹線の高速性の追求は絶対的なものではなく，既存の都

市の秩序との関係においてｲ||対化され，ほどほどの所で両者の妥協点が

探られている。

第三に，通過地域との共存を図ろための地下化や路線の変更が，住民

や自治体との協議を通していくつもの場所で実現している。（第四節で

より詳しく見るように）公益調査の過程を通して，住民や自治体は路線

の変更を提言することが可能であり，その提言に説得力がある場合には，

公益調査委員会が取り上げるところとなり，計画変更が実現されうるの

である。事実，大西洋新幹線の場合，公益調査の後に３箇所の路線変更

が行なわれた。また例えば，アンドル・エ・ロワール（IIldl･e-et-

Loi,.e)県ヴヴレイ（Vouvr【,y）においては，ぶどう畑の破壊を避けるた

めの地下化が行なわれた('5)。

第四に，以上のような努力にもかかわらず，線路と建物とが近接して

騒青が生ずる場合，建物への防音工事が行なわれる。だがそれが必要と

される地点は多くない。大西洋新幹線の場合，全線で約５０の建物の合

計５千の窓に防音工事をしている。その総ｉｉＷＩ１は２０万フラン（約1600

万円）である('6)。

第五に，このような地域との共存のための計imi変更の中でも，人口密

架地帯を高速走行する場合の対策として，パリ郊外の大西洋新幹線沿線
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ぞいに作られた「緑地遊歩道」（Coul6vertc)が特筆に値する。これは

地下化あるいは全覆防音壁，及び大幅な緩衝緑地帯の形成によって，１２

kｍにわたって新幹線と人家とを隔離し，理想に近い新幹線公害対策を

実現したものである。次に，このことをより詳しく検討してみよう。

［４］緑地遊歩道(Couleevel･te）

緑地遊歩道は，図２に示すように，大西洋新幹線ぞいに，パリ２０区

の外周環状道路(boulevardI)61.il)h61.ique）を起点とし郊外のマッシー

に至る約１２ｋｍにわたって，ガラルドン（Gallardoll)台地上に作られ

た緑地帯であり，北から南にむかって，マラコフ（Mfllako[f)，モンル

ージュ（Mol1tl･ougc)，シャティヨン（Chatillon)，バニュー

(Ｂ【lgl1eux)，フォントゥネー・オ・ローズ（Fontellay-aux-Roses)，

ソー（Sceaux)，シャトゥネー・マラブリー（Chatenay-Malal〕ry)，ア

ントニー（Ａｌ〕tol1y)，ヴェリエール・ル・ビュイソン（Verri61･es-Ie-

Buisson)，マッシー（Ｍ(lssy）という１０のTl｝（コミューン）を横||)iし

ながら結んでいる('7)。

総面穂は５６．１４ヘクタールであるので，IiWiの平均は４７ｍとなるが，

実際には場所によって幅は変化している。北部のマラコフ，モンルージ

ュ，シャテイヨンでは，比較的狭く，新幹線に平行して5-10ｍの敷地

に歩道と自転車道が殻ｌｉｆｔされているにすぎないが，パニューから南の部

分では幅が広がり，最大では120ｍにも達する。

緑地遊歩道内部の主要施設は，全域に設けられている歩道と二方向の

自転車道（幅は各2-3.5ｍ)，及び緑地帯とレクリエーション施設であ

る。緑地と並木路が，全域にわたってみられるが，さらに幅の広い地帯

を利用して，遊び場，家庭菜園，植物園，温室，展望台，スポーツ広場，

球技場（テニスコート，バスケットコート，サッカー場，ラグビー場，

ペタンクコート)，弓技場，ミニゴルフ場，１Hf外劇場，展望台等が，豊

富に設置される（土地利用の例としては図３を参照)。
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図２緑地遊歩道と大西洋新幹線
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図３緑地遊歩道およびその近辺の土地利用の例
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高速道路等の大きな自動車道路とは３箇所で立体交差し，小さな道路

とは信号機をつけて交差しているが，全域にわたって，自動車およびオ

ートバイは侵入禁止の構造にしてある。

緑地遊歩道は既存の８つのサイクリングコース，及び多数の既存の公

Ｎｉｌ･緑地とつながっており，そのことによってパリ郊外南部に連続した

大規模な緑地ネットソークを形成するものである。近隣の代表的公園．

緑地としては，ソー公園（18011(1)，ヴァレー・オ・ルー公ｌｉＭ（lOOha)，

ヴェリエールの森（`ｌＯＯｈ（１）がある。

緑地遊歩道は新幹線にそって作られている。あるいは緑地遊歩道の【１１

に新幹線が作られている。しかも，この区域の新幹線の線路は高架とか
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地表にむき出しの構造ではなく，基本的に地下化（トンネル）あるいは

全慨防音壁によって，空'''１への煽出を抑制することが設計思想の基本と

して採川されている□緑地遊歩道約１２ｋｍのうち，新幹線がなんらか

のカバーで紐われている部分は５．７４ｋＩｌｌであり，全体のほぼ5()％に

達する。とくに出発点のモンパルナス駅から遠ざかり，次第に速度が増

すフォントゥネー・オ・ローズ以南の８ｋｍ弱の部分についてはカバー

の比率は７４％に達する(１８)。

カバーの程度という点では，もっとも完全なものからより軽度のもの

にむかって，トンネル，重度カバー，【'１度カバー，軽度カバー，防音壁

の５段階があり，その横断面のイメージの例は図４が示すようなもので

ある('9)。

トンネルはもっとも地表から深いものであり，その延長は1.27ｋｍ

である。地表の既存の土地利川は存続しうるが，建設費用はもっとも高

価である。新幹線の一部として作られるので賛1,1は国鉄が負担する。ト

ンネルの採川には地形上の理['1が強く作11)している。なお，緑地遊歩道

の終点のマッシーのさらに南０１１１にも２ｋｍのトンネルが建設されている。

Ｉｌｉ度カバー（couveI･tul･ｅｌｏｌｌ,.(|e）とは，掘りil{リリを作って線路を敷い

た上で，その上部を地表iIIiと平坦になるようなかたちでカバーで覆った

ものであり，自動工|〔通行樫度までの負荷に耐えることができ，その上面

をさまざまに利用できるものである。４簡所に作られ，その延長は合計

0.96ｋｍである。践用は基本的には唾|鉄が負担する。

['１度カバー（couvertu1℃semi-Iourde）も，川11り割りを作って線路を

敷いた上で，その上部を地表iniと平坦になるかたちで殺ったものであり，

人と自転''１通行程度の負荷の範'１１１で，その上iiiをさまざまに利用できる。

６箇所に作られ，その延長は１．９ｋｍある。

軽度カバー（couvertul･el6H6re）とは，浅いllMり割りの｢|]の線路を完

全におおう形でカバーするものであるが，その上部が地表上に突出して

おり，人も自転車もその上を通行や横断できず，またその上の空間は利

１５



図４
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)1｜できないというものである。３箇所につくられその延長は１．６２ｋｍ

である。

防宵壁は約６ｋｍあり，線路の両側に垂直あるいはそれに近いかたち

でたてられているものであり，全面的なカバーではない。緑地遊歩道の

ｉＩ１の防斉対策としてはもっとも軽いものである。いうまでもなく，この

部分の線路の上の空llllは新幹線以外には利用できない。ちなみに日本の

新幹線公害対策は基本的にこの水準に留っている。

緑地遊歩道の建設主体は，２つの県と９つのTlj（コミューン）からな

る「事業組合」であり，建設総費)Uは’億6300万フラン（1984年(I1i格。

１フランを２３１'１とすれば，約３７．５億円）である。そのうち，政府が５０

％，イル・ド・フランス地域圏が２５％，県が１５％，各市が10％を負

担する。主な費用の内訳は，新幹線に対する''1度カバーに5670万フラ

ン，シャトゥネー・マラプリーの軽度カバーに1300万フラン，サイク

リングコースと歩道に2830万フラン，景色の整附iに２９３０万フラン，Ｉｉｌ「

究費・諸雑費に1950万フランとなっている。この他に土地使川のYY川

として，フランスｌＺｌ鉄からの土地賃借のために，年１%１１００万フラン

(1988年価格，約２３００万''１）が予定されているが，これは上記の建設

費用とは別になっている。

緑地遊歩道は，どのような効果や機能をこの地域に対して果たしうる

だろうか。第一に，新絆線公害対策として大きな効果を発揮する。新幹

線はこの地区を時速２００ｋｍで走行するが，（[ＡＩ々の通過地点においては，

地下化あるいは全秘防宵壁によって騒音が遮断され，さらに周DIIに緑地

帯をとることによって，振動も遮断される。フォントゥネー・オ・ロー

ズ以南では，幅広い緑地を設定したため，新幹線に対して付近の人家は

直近でも一般に`１０ｍは離れている。これは振勅遮断について十分ｲ丁効

な距離である。また駁音はカバー化された部分については-|分低い値と

なるし，カバーでない防宵壁のところでも，６５．１〕(Leq8-20h）に'''1さえ

るとされている(２０１。１列''１あたりのピーク時騒７fは７３(11〕と子lllllされて
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いる(21)。しかも，第二に，この緑地遊歩道の機能はそういう受苦の回

避・防止だけに留るものではなく，ｉｉｉ極的に受益のﾊﾘ出、享受を立地点

となった個々の地域の住民にもたらすものである。休憩やレクリエーシ

ョンのための空間と施設を豊寓に提供し，地域の生活環境を大幅に改善

するからである。第三に，よりマクロな都市計画という点でもいくつか

の積極的な効果を持つ。既存の緑地や公園が緑地遊歩道によって繋ぎ合

わされ，郊外に緑の一大ネットワークが形成されることにより，パリ地

域全体の都市環境が改善される。緑地遊歩道はパリ市民にとって郊外の

緑地まで，徒歩あるいは自転車で往復することを可能にし，さまざまな

レクリエーション機会を提供するものである。

この緑地遊歩道は高速鉄道と都市部の人口密集地とを共存させる理想

に近い方法といえよう。事実，この緑地遊歩道の実現のための中心組織

であった「パリ地域環境保護団体連絡耶務局」の代表，ピカール女史は

｢完全ではないが満足のいくもの」（Ｃｅ,,'estＩ)ascOmplet，lnaissatis-

faisant）と評価している(22)。またフランスにおける環境保護運動が獲

得した成果としても，きわめて先進的な成功例として，評価されてい

る(23〕。

［３］このような対策を可能にしている要因

このようにフランスでは，都市人口密集地において，日本よりも数段

すぐれたかたちで新幹線公害対策がなされえたのはなぜなのであろうか。

ここでは，地理的条件，地(illiが安いこと，利用可能な土地の存在，都

市環境に対するIilli値観，住民運動の特徴，環境改善のための財政支出，

意志決定手続きの洗練，の七点をあげてみよう。

第一に，地理的条件が有利であり，人家が存在しないところに路線選

定が可能な地域が広い。フランスの人|」は日本の約半分であるが，国土

の面積は日本の１．５倍ある。単純に人口密度を計算すると日本の三分の

一である。実際には，日本は平地の割合が少なく，フランスは遇かに平
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地の割合が多いことを勘案すると，日本ははるかに狭い地域に人口が密

集し，しかもそれが新幹線建設地域と画なっているのである。これに対

し，フランスでは，いったん大都市から郊外にＨ１ると，人'二|のまばらな

平地，農地が広がっており，居住地域や災落から何百メートルも離れた

地点を選びながら，新幹線路線を新設することがずっと容易である。

第二に，このような，地理的条件が背擬になって，フランスのここ地の

値段は[1本より〕iHかに安い。都市近郊で比較すると，日本の十分の－か

ら二十分の一のIdli格であろう。例えば緑地遊歩道の土地は，パリ外周か

ら１２ｋｍ内に存在するが，ｌ平ノノメートルあたり800-2000フラン（日

本円で坪あたり，約６万１千円－１５万２千}'1）である。また大西洋新幹

線の場合，土地入手費用は総経ZYの３％にすぎない(20)。緑地遊歩道の

実現には，このことがプラスに作用している。土地の値段が相対的に低

いことが，土地の利川のしかたにゆとりをもたらし，また新幹線の総建

設費を安くし，建設に際して環境対策に-|･分な広さのご'2地を使用するこ

とを，机対的に容易にさせている。

第三に，緑地遊歩道に11Ⅱしていえば，建設地点となったガラルドン台

地に，未使用の鉄道用地が存在しており，それが新幹線および緑地遊歩

道の用地へと転Ｉ|]されることが可能であった。これは，パリとシャルト

ル(Chartres）を結ぶ在来線建設のため，1920-30年代にかけてlRl鉄が

いったん帯状の１１１地を買収したが，その建設計画がll1lliされたため，ハＩ

地が数十年来使川されないままに残されていたものである。

第四に，都市において良好な生活環境を守るにあたって，市民も政治

家も日本より舷しい感覚・価値観を持っている。経済的効率性と良好な

生活環境の保持の要求が対立する時，どこかに妥協点を見いださねばな

らないが，フランス社会における妥協点はより生活環境重視の位侭にあ

るのに対し，日本社会においてはより経済的効率性が重視される。その

例をいくつかあげてみよう。パリ２０区内には，商速道路が建設されて

いない。まして日本にみられるような大部Tljにおける高架の高速道路は
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考えることもできない。パリでもこれまで何回か高速道路の建設計画は

あったが，市民の反対の声が撒く実現されないのである。また鉄道の路

線は都心部を縦貫するかたちではなく，途中までしか乗り入れていない。

パリの鉄道の駅はilj内では相互に連絡していない。鉄道連絡にかかわる

便益よりも，歴史的建造物や既存の市街地を保存するという利害が優先

されてきたのである。また，パリ２０区に隣接するかたちで広大なプー

ローニュの森やヴァンセンヌの森が緑地のまま保存されており，生活環

境の向上に大きく貢献している。生活環境を守るにあたっての価値基準

の厳しさが，新幹線建設問題についても同様に作用していたと考えられ

る。

第五に，環境保護のための財政支出が，フランスではより積極的にな

されている。これは先にのべた生活環境重視のⅡli値観の反映といえよう。

緑地遊歩道の財政支出（’億6300万フラン）は，政府と自治体とが折

半して負担している。また国鉄も土地の安価な賃貸し（時Ⅲiの３％あ

るいは０．３％）というかたちで，緑地遊歩道の実現に協力している。日

本においては，こういうかたちでの緑地形成に，政府が費川の最終負担

者として財政支出をしたり，｜|]国鉄あるいはＪＲ各社が協力したという

例はない(25)。ところが，緑地遊歩道へのこのような支出は例外ではな

い。環境保護のために政府や自治体が，より積極的に支出するという姿

勢は，パリ近郊で道路の地下化の計画が次々と採用されていることにも

見られる。

第六に，住民迦助・市民連動の積極性と力壁という要因がある。その

背景には，フランス社会全体が，日常生活のなかで各人が常に自己主張

していかなければならない社会であるという事情がある。フランスで生

活を始めた日本人は誰しも，市民生活の【'１での１１常的自己主張の強さに

驚かされる。主張しない限り無視されたり，自分が損をするということ

が頻繁に起こってくる。こういう市民生活の中での日常的自己主張が数

人のグループによってなされた場合は，あと一歩で住民運動や市民運動
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の自己主張になるという連続性がある。新幹線公害の防止の運動，とり

わけ緑地遊歩道の実現にあたって，住民運動の果たした役割は大きい。

地方議会や各市長が緑地遊歩道の実現に積極的になった背景は住民諸団

体の運動である。

新幹線建設にかかわった住民運動を比較する限りでは，日本とフラン

スとどちらが強力かは単純に比較できない。大衆行動への動員数だとか，

署名の数などを比較すると，日本における東北新幹線に反対する運動は

より大きな動員力をもっていたが，獲得された成果や解決までの時間で

みるとフランスのほうが住民にとってより好ましい形になっている。日

本とフランスの住民運動についてスタイルの差を次の(1)から(4)の点に

ついて指摘しておきたい。

（１）日本においては，アドホックな争点ごとに住民運動が形成され

る傾向があるのに対して，フランスにおいては既に各地域に存在してい

た住民団体や運動団体が，新しく起こって来た問題に意見表明をすると

いうかたちが，より頻繁に見られる。もちろんアドホックに争点ごとに

形成される運動団体もある。新幹線問題の場合，「新幹線公害に反対し

緑地遊歩道を実現する住民連盟」（F6d6rationdesAssociationscontre

lesnuisancesduTGVetpoul･laCoul6eVerte,ＦＡＴＣＶ,以下では「緑

地連盟」と略称）はその代表例である。だがアドホックに争点ごとに形

成される団体がすべてではない。緑地遊歩道の実現に大きな影響を発揮

したもう一つの団体，「パリ地域環境保護団体連絡事務局」（Bureaude

liaisondesassociationｓｄｅｄｅｆｅｎｓｅｄｅＩ'envirolmementdelar色gion

parisienne，ＢＬ,以下では「連絡事務局」と略称）は，恒常的にさまざ

まな地域問題に取り組んでいる組織である。新幹線問題の場合，連絡事

務局を結集のかなめにすることによって，以前から存在していた４３の

諸団体が連名で発言している。

（２）アドホックに形成される団体にせよ，恒常的に活動しているも

のにせよ，諸住民団体の連合組織というかたちで，より大きな組織が形
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成さｵL，それが活動するというスタイルが頻繁に見いだされる。当然，

その内部に多様な潮流を抱えることになるが，異質なグループが，緩や

かな連帯関係を形成し，限定された課題の限りで協力していくのである。

新幹線と緑地遊歩道の実現にかかわった三つの大きな迦動団体一すな

わち「パリ地域環境保護ＩＪＩ体連絡事務局」（ＢＬ)，「緑地連盟」

(FA'1,ＣＶ)，「交通網利111者団体余lJil連合」（ＦＮＡＵＴ)－及び環境問

題全般にかかわっている「フランス自然保誰団体連盟」（F6d6ration

Fran9aiscsdesSoci6t6s(ＩｅＰＩ･()tecti()l1delaNaturc,FFSI)Ｎ）は，４つ

ともそういう性格を持っている。その背景には個々の運動団体に異質性

があってあたりまえであり，その上でいかにそれらが協力できるかを探

って行くという感覚があるようにみえる。

（３）住民運動・TIT民運動にIWj家が大量に参力Ⅱしており，彼らの専

'１１１知識と知性を活川しながら，迦動'''１が対案を積極的に提出している。

「緑地連盟」の議長のギーーポンノー氏はパリ大学に勤める物理学者

であったし，「パリ地域現境保護団体連絡事務局」の議長のアンヌーマ

リー・ピカール女史は医者であるし，フォントゥネー・オ・ローズの住

民ＩＪＩ体のリーダーであるルイ・プイームヌー氏は建築家であった。これ

ら専門家が彼らの専lii1知識と知性を生かしながら住民団体の代表的論客

となっている。その''１でも，建築家のプイームヌー氏が，そもそも緑地

遊歩道を岐初に提言したのであった。別の例として，「交通網利川者団

体全国連合」は，全国的な鉄jii交通網についての対案を形成し発表して

いる(26)。

（４）住民団体がその代表を行政機liiに送り込むことによってhM極的

に制度の''１に発言の場を確保しようとし，一定程度それに成功している。

緑地遊歩道において，取要なのは，公益調査委員会の１３名の委員の内

に住民団体の役職者が２名入っていたことである。そして，公益調査委

員会が緑地遊歩道の実現に好愈的な意見をⅡげに当たりこの２名の意見

が非常に大きく作川した(27)。
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第七に，公共事業にかかわる建設決定手続きがより洗練されており，

利害調整についての工夫がみられる。決定手続きの核心は公益調査委貝

会が中心になって行なう公益調査であり，その過程で住民や自治体が一

定の発言権を持つことかが制度的に保障されている。しかも，１９７６年

の自然保護法の改正以後は，公益調査の中に環境アセスメントも組み込

まれるようになった。

大西洋新幹線においては，公益調査を通していくつかの重要な計画修

正が行なわれ，新幹線と通過地域の共存がより良い形で実現した。緑地

遊歩道もそのような改善の一つである。

以上のうち，社会学的に検討すべき'''心領域は，第六，第七の点であ

ろう。以下の本稿においては，とくに第七の意志決定制度の特徴に焦点

をあてて検討を深めていきたい。

第三節大西洋新幹線の建設経過一緑地遊歩道を中心に

フランスにおける新幹線公惑対策として特筆に値するパリ郊外の緑地

遊歩道は，どのような経過を経て実現したのであろうか。その実現の過

程を記述してみよう。

緑地遊歩道が実現した過程を焦点にした場合，大西洋新幹線の実現過

程は次のような７段階に分けることができるであろう。

［ｌ］1981年９月以前。大西洋新幹線構想がまだ発表されていない

段階。

［２］８１年９月から８２年８月。ミッテラン大統領による描想発表と

リュドー委員会の報告書作成まで。

［３］８２年９月から８３年４月まで。新幹線の公益調査開始のための

準備が進む段階。

［４］８３年５月からの公益調査の開始から，８４年５月のコンセイ

ユ・デタ（Conseil〔１，Etat）の意見表Iﾘ１，および政府による公益宣
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言まで。

［５］８４年６月から８５年２月まで。新幹線計画の決定をふまえて緑

地遊歩道の具体化が進む段階。

［６］８５年３月から８８年５月まで。緑地遊歩道のための事業組合が

発足し，事業組合と国鉄とのあいだで土地の貸借の費用負担につ

いての合意が形成されるまで。

［７］８８年６月以降。緑地遊歩道の建設事業の実施の段階。

各段階で，新幹線および緑地遊歩道の決定に関与した主要な主体は，

図５に示したような布置連関をしている。それぞれの主体がどういう立

場に立ちどのように行動したかは，以下の各段階の経過の記述を通して

説明していきたい(28)。

［ｌ］第一段階は1981年９１１以前の新幹線の計画以前の段階である。

当時ガラルドン台地の土地利川については，３回にわたって道路建設

が企図され，それを防止しようとする住民諸団体の反対運動が繰り返さ

れていた。最初の計画は高速道路Ａｌ0号線の建設であり，それはパリ

と郊外とを結ぶ放射状の道路網の一環として計画されたものであり，

1966年10月に公益宣言がなされた。1972年の自治体選挙を契機に反対

諸団体の運動が活発化し，この高速道路の建設にはブレーキがかかり，

高速道路はマッシーで止まりそれ以上は北上しないことになる（ただし

正式に運輸省がデクレ（d6cl･et)(29)によって道路計画を放棄したのは８４

年５月である)。

すでにこの段階で，緑地遊歩道の構想が高速道路建設に反対する住民，

団体の中から提起されていた。フォントゥネー・オ・ローズの住民運動

の指導者であり建築家でもあるプイームヌー氏らがその提言に積極的役

割を果たした。この段階で住民から１１１された構想は，詳細な設計図を伴

うものではないが，ガラルドン台地の未使川の国鉄用地には道路を作ら

ず，緑地やスポーツ施設を系統的に設悩し，居住環境の改善とともに，
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図５大西洋新幹線と緑地遊歩道に関わる主要主体連関図
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市民にレクリエーションの機会を提供しようというものであった。この

段階での椛想には新幹線計画は与件として入っていない。したがって新

幹線の地下化等の''１１題は検討されていない。だが，後に実現することに

なる緑地遊歩道の本質的理念は明瞭に，あるいはより純粋なかたちで提

起されている。

［２］第二段階は，1981年９月ミッテラン大統領による大西洋新幹

線Iili想の発表にはじまり，翌年夏に，リュドー委員会がその建設に肯定

的意見を記した報告轡を作成するまでである。

８１年９ﾉｰ１２７日の南東新幹線の開業に際して，ミッテラン大統領は大

西洋新幹線榊想を発表する。これを受けてフランス国鉄内部で，巡設計

画の具体化作業が始まり，政府内部用の計画文瞥が８１年１２月に作成さ

れる。この文書には２５万分の1の地図が添付されていたが一般には公

表されていない'30)。これをふまえてより広いI1ijllllの](Ｗｊ家や利害関係

者を集め，技術者リュドー（Rudeau)氏を委貝長とするリュドー委員会

(正式にはComllliSSi()IlTGV-Atlallti(lue，「大西洋新幹線委員会」とい

う）が８２年２月に発足し，運輸大臣と国務大IIiの諮ＩｌＵに応じて約６カ

ノ|の作業の後に８２年７/1に報告書を提出した。この報告書は８２年１２

月に公表された。委員会メンバーは約５０人で，住民団体の代表は入っ

ていないが，自治体代表は入っている。環境ｲｶﾞからの委員も複数名入っ

ており，この時点から環境問題が検討の主題として取り上げられている。

この委員会は法ｲｲ!的に設世が義務づけられているものではなく，政府の

政策的判断によって臨時に設置されたものである。

リュドー委員会の答''1の特色はつぎのようなものである(3'１。

この委員会は６０頁の報告書を1982年７月１１]づけで政府に提'1Iした。

検討した項｢|は８〕Iil=|にわたるが，その'''心主題は通過路線の太Ⅲij的決

定である。報fl柵は９厳から構成されており汀各Yifのタイトルは，建設

計illliの背溌と起源，想定される諸案の特性，』jl;本計画の決定，新幹線建
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設諸案についての経済的研究，エネルギー消費に与える影響，環境と農

業に与える影響，地域間の不均衡と都市布ｉｌ４ｉの骨格に与・える影響，マク

ロ経済の均衡と凧川，諸帰結と勧告，となっている。報告書には10万

分の１の地図が添付されている。

報告聾は国鉄からⅡ|された複数の案（新幹線路線の４つの案，比較基

準としての既設線の改良案）について，資料に基づいて，その優劣を検

討している。需要ililjI;１，建設費１１１，Ｉ'１両費川，輸送能ﾉﾉ，時間短縮効果，

収益性について数字をあげて検討し，結論的にはクルタランでＹ字型

に分岐する「Ｂ＋Ｃ案」を，さらに精密に検討すべきものとしてｌＩｌｉ奨し

ている。そのような判断の論拠として，交通需要に対して輸送能力が対

応できること，収益性がよいこと，農業用地の犠牲が比較的少ないこと

を挙げている。ただし環境上の難点として，ペルシュ（Perche)地域に

おいて高速道路建設と合わせて二頭の負１１１がいくつかのコミューンに課

される点，ヴァンドーム（Vel1dOlne)Tljiの西わずか数ｋｍを通る点をあ

げ特別の注意の必要を喚起している。

環境と農業へのＭ２塀の問題については６頁が使われている。計画の細

部が決定されていない段階で具体的な検討は難しいが一般的な問題点の

指摘がされている。

「結論として，大西洋新幹線が環境にもたらす諸帰結は－一般的に

いって打撃をもたらすものだが－このような投資の利益を疑問とする

ような性質のものではない｡」「この計iuiiがもし採川されるならば，細部

についての研究，とりわけ［原境への］影響調査がなされることが砿

要であろう(32)」と述べている。

後に緑地遊歩道が作られることとなったパリ郊外に関しては４つの路

線案のどれをとっても，ガラルドン台地を通るという以外に選択肢はな

いため，リュドー委員会の報告轡ではパリ郊外の路線選択は大きな論題

にはなっていない。この時点で，ガラルドン台地のうち，環状高速道路

Ａ８６とさらに南部の道路Ａ８７のあいだを結ぶ部分については，既に商
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速道路ＡｌＯを新設するための公益立言がなされていた。その前提の上

で，報告書は二方向に二ｉｌｉ線ずつの荷速道路と新幹線は両立可能である

としている(33)。新幹線建設にとって問速道路は所与の条件であり，報

告書はそれに賛成も反対もしていない。

ガラルドン台地の緑地ｲ|)については，１１行の言及がみられる⑬ｲ)。ガ

ラルドン台地の国鉄川地が緑地を櫛成しており，部分的には暫定的なし

かたで，スポーツ用地や家庭菜圃として使１１１されていること，この用地

を緑地として使用することについて住民の一部と地方議員のIl1に積極的

な支持があること，緑地がこの地域の現境を改善していることを認め，

新幹線建設計画はこの緑地を否定するものではないとしている。

つまり，この報告書の段階では，最終的に実現したような緑地遊歩道

の計画は提案されてもいないし言及されてもいない。しかし，緑地遊歩

道について住民からの要求があればそれを一切無視するものではないと

いう態度が見られる。

リュドー委員会の【|I心的機能は，候iiliとなった４つの路線案から1つ

を選択し，全体としての建設計画に肯定的意見を出したことであったと

言えよう。

この段階では住民および'当|治体当局や'11泊体議会による新幹線に対す

る批判・反対運動や緑地遊歩道の実現要求はまだ活発化していない。

［３］第三段階は，1982年９）}から８３年４月までのあいだであり，

公益宣言事前調査（ＥＩＩ(Iu61eI),･6ill&lblcnl【,(16Cl【lratiol】。，utilit61〕ub1i・

que，以下では「公益訓111;」と略す）を|)M飴するために，事前の相談が

関係者のあいだで進展し，新幹線建設についての公益調査が実施できる

ようになる社会的条件が整う段階である。

まず８２年１１月に，公益調在の手続きが開始されることが閣議決定さ

れる。このような建設計iiI1iの具体化を受けて，住民団体，目沿体，環境

省が活発な取り組みを開始する。
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８２年秋より，新幹線公害反対運動がガラルドン台地の関係住民のあ

いだで組織化されはじめる。同年10月には，沿線の１５の住民団体が連

合し「高速道路ＡｌＯの延長と新幹線公害に反対する住民団体連盟」

(F6d6ratiolldesassociationscol】treleI)roloI1gemel】t〔Iel，alltorouteA

lOetlesnuisancesduTＧＶＡｔｌａｌ〕tique）が作られ，宣伝ビラを出し始

める。これは，従来から各自端体に存在していた道路建設に反対する住

民運動の諸団体が，新幹線計画の発表後，再結集したという性格が強い。

後にこの組織は「新幹線公害に反対し緑地遊歩道を実現する住民団体連

盟」（F6d6ratioIldesassociati()l〕ｓｃｏＩｌｌ1℃IcsnuisallcesduTGVAt‐

IaI1ti〔,ｕｅｅｔｐｏｕＩ･IaCoul6eVerte）（以後「緑地連盟」と略称する）に

発展していく。また，このごろ「パリ地域環境保護団体連絡事務局」

(Ｂｕ1℃allde1iaisolldesassociZlti()ｎｓｄｅｄ６ｆｅｎｓｅｄｅｌ'environnemelltde

lar6gionparisielme）も，それを構成する４３団体の連名で，新幹線の

地下化と緑地遊歩道を要求した。これら住民団体の働きかけを受けなが

ら，８２年１１月から８３年２ノ}にかけて，この地域の各自治体のTIj会

(ヴェリエール・ル・ビュイソン，アントニー，マッシー等）や県会

(オー・ドゥ・セーヌ（Hauts-de.Seine）県，エソンヌ（Essone）県）が

｢高速道路ＡｌＯ延長反対，新幹線の地下化」を骨子とした決議を続々と

あげ，各市長やこの地域から選出されている国会議員もそれを支持する

という態度を表Iﾘjした。さらに，８３年２ﾉｰ１１日イル・ド・フランス地

域圏参事会が「緑地遊歩道建設」の決議を行なった(351。

これにより緑地遊歩道が，地域圏レベルでは，公的計画として正当性

を持つようになった。このような流れの【１１で８３年２月，プシャルドー

(BOUCHARDEAU)環境閣外ｲ１１(Scretai1℃。,Etat）とフィッテルマン

(ＦＩＴＥＲＭＡＮ）運輸相が住民集会に出席し，緑地遊歩道の実現を約束

する発言を行なう。新幹線にカバーをかけることは事実上，この時点で

決まった。政府レベルでも緑地遊歩道を実現するという姿勢をみせたこ

とは，新幹線建設計画についての公益調査を開始する社会的条件を整え
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るものであった。それは，１１治体側に新幹線公益調査の開始を納得させ

る条件であったと言えよう。

他方，８３年２)ｌ６ｌ１に新絆線建設にかかわる塊境'１１１題について調査

検討するフジェール委ｔ１会（IE式にはComlIlissi()lldccollcertatiollT．

G､Ｖ・Atlan(i(lue，「太西洋新幹線協議委員会」という）が環境閣外↑'１に

よって設置された。委員長のフジェール(FOUGnRE)氏はコンセイ

ユ・デタ評定7｢である(3`)。これは法律的に義務づけられている委員会

ではなく政策的判断によって設置されたものであるが，公益調査の開始

にそなえて環境省としての介入の態勢をlililめたものであった。フジェー

ル委員会は公益調査のありかたについて調査のllM姑される以前に二回に

わたり意見書を提出した(37)。調査期間を一ｶﾉﾆ1から６週間に延長する

こと，公益調在委`1会のなかに住民側を代表する委瓜を入れるべきこと

を提言し，両方とも実現した。その結果'３名の委員のうち２名が住民

団体を代表する委員となった。全体としてフジェール委員会は，現境保

識を砿視した仇民よりの視点に立って発言を続けた。

［４］第四段階は，８３年５月２５日の公益調査の|)|I始から８４年５月

2511のコンセイユ・デタによる肯定的意見の提１１|および政府による公

益宣言までのIO11111である。

この段階は，建設計画が行政的手続きを通して，多数の主体の意見提

'11をくみ上げながら煮詰まっていく段階である。この過程で，住民団体

は新幹線の地下化と緑地遊歩道の実現という原ｉ１ｌＩ的な要求を掲げて皿動

をｉｉｉ開したが，その一方で，より柔軟な立場にたった自治体による緑地

遊歩道計画が具体化していく。

「公益調査」は，フランスにおける公共事業決定過程の行政的手続き

の''１心をなす。公益調査は独立の「公益調査委員会」を中心に行なわれ

る。委員を指名するのは411業の行なわれる（諸）リｉＬの知事（たち）であ

るが，一般的には委員になるのは退職した公務員で技術者であることが
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多い。大西洋新幹線の場合，委員会メンバーは１３人であり，委員長は

コンセイユ・デタ評定官のドゥマン（ＤＯＵＭＥＮＣ)氏であった。建設

主体（国鉄）は調査開始に先だって「公益宣言事前調査資料」（Lcdos‐

sierd'enqll6tel)r6alablen1a(16claratiolld'utilitepubli(lue）を作成し

提出しなければならない。この資料が６週間にわたって関係するすべて

の自治体（８つの県，143の区・市）において公開され，その間，住

民・自治体は，個人としてあるいは団体として計画に対する意見を提出

することができる。大西洋新幹線建設計iiljについては，合計5210の意

見が提出された。調査委員会は，国鉄側の見解と住民・自治体側の意見

を個別の問題ごとに対比し，両者を考慮の上で,,委員会としての見解を

報告書に記し，調査期間が終了してからｌか月後の８月５日に，「調査

委員会報告書」を提出した。この報告書の特色は次のようなものであ

る(38)。

本報告書の構成は，第一章調査の実施，第二章調査に対して出さ

れた意見の検討，第三章一般的性格の検討，第四章各地域に即した

意見の検討，第五章結論，となっており，検討している内容は多岐に

わたる。公益調査委員会の報告書はリュドー委員会の報告書とちがって，

常に二つの対立する見解のあいだにたって，どちらを支持するかの判断

を下すというスタイルで書かれている。各章，各節において，まず，住

民，住民団体，自治体，地方議会から出された計画に対する批判や要求

と，国鉄側が公益調査資料および調査過程で追加した文書によって表明

している見解と税I川とが，紹介・引用される。ついで，調査委員会が各

論点ごとに内在的に検討を加え，どちらの主張が妥当であるのかについ

て，そのつど委員会としての独自の意見を出している。この委員会の意

見の出し方は，問題の質と現存情報の質によって，さまざまな表現を採

用しており，はっきりとした結論を提示している場合もあれば，さらに

研究することを勧告している場合もある(３，)。

公益調査の中心的課題は，公益調査委員会が，建設事業を細部にわた
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って検討し，計画案が，公益宣言が可能になるような成熟したものにな

るように，その洗練・修正について意見を提Ⅱけることである。新幹線

の場合，計imi案の修１１;の焦点になったのは，より好ましい路線の位置を

細部において決定することと，公害対策の｝i1化であった。これらについ

てさまざまな代案が検討されることにより，zli業全体の成熟ｌ１ｌｉが高まり，

後に政府によってなされる公益宣言の準'''iが煮詰まって行ったのである。

路線選択については，既にリュドー委jj会が複数の案の検討の上で最

有力な案を推奨している。公益調査委員会は，再度，それらの諸案の可

否を，時|Ｈ１短縮効果，総YWl1，収益性という点から，もう一度検討した。

その結果，他の諸路線を退け，リュドー委員会が推奨したのと同一の路

線が`跡格的な選択としては股も適切であると判Wiしている。そして，リ

ュドー委上l会が選んだ骨格的路線を前提にして，その細部の路線の選択

のための検討が行なわれた。

国鉄が提}')した資料の_上には，５００メートル幅の公益調査対象領域が

10万分の１，および２万５千分の１(‘o)の地|叉|上に描かれ，その内部の

ほぼ['1心軸｣二に路線案が提示された。この縮尺では，個々の述物や私有

地と路線との位置関係が，ｌﾘ)砿に把握できる。このような梢報の共有の

上で，路線についての代案をめぐって，公益調査のなかでさかんに意見

が提出された。自治体，’'1治体議会，住民|Ｊ１体は各地で修正案を提出し

た。その主な動機は犠牲になる農業川地を減らすこと，染落からの距離

をとることである。その過程で国鉄自身も修正案を出したり，住民から

'1(された修正案についてjな見を提出している。委員会は双方の意見を検

討の上，（&'々の地域の修j1i案について判Wiを提出している。委員会の内

部で意見が分かれる場合には，投票によって多数意見が委員会の意見と

なるが，その決定がｌ票差で決まっている場合もあった。結果的に，委

員会は５つの地域(1)oul.(1【''１，Lavar6，SaviHIl6-L'EVC(luc，VerI1ou、

Vouvl､ay，LarGay）において，路線修正を提案した。その提案は，一つ

の地域について住民や|とＷ１体から出された諸修正案のなかで，一番好ま
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しいのはどれであるかと判'０iするかたちをとっている。

この公益調査の－潔として「環境アセスメント」（lituded'imp2lct）

が行なわれた。公益調査自体は，非常に古い歴史を持つが，その一環と

して環境アセスメントが行なわれるようになったのは，比較的新しく，

1976年７月ｌＯＩＬＩに定められた|とI然保護法の規定以来のことである(ｲ')。

それゆえ，環境アセスメントが適用された新幹線は，この大西洋新幹線

が初めてのものである。建設主体側は事業が環境に及ぼす影響について

の予測資料を提}['し，それに対して住民側がさまざまな意見・要望を提

出した。公害対策の焦点となった騒音対策については，国鉄は，現境省

が設定した基準（第二節［2］を参照）を１１標基準値として提示し，そ

の上で各地にlllIして，騒音予illIを行ない，必要と思われる所では防宵壁

等の対策を提案した。委員会は，国鉄の騒音基準値が'1標として一般的

には妥当だと判断したが，各地の状況に応じて，いくつかの地点で具体

的対策の強化を求めている。例えば，パリのモンパルナス駅近辺の騒音

対策については，人口密集地であることも勘案して，国鉄の考えている

案は不十分だとして，対策強化を求めている。

また，委員会はパリ郊外の緑地遊歩道をたいへん械極的にとりあげ，

リュドー委員会よりも通かに踏み込んだ検討を行ない，これを実現すべ

きであるという意見を提出した。まず，委員会は，当初の国鉄案で新幹

線が地表を走行するソーからマッシーにかけてのカバー化の可能性を検

討するために，国鉄にさまざまな程度のカバー化を実現するためのＹＹ１Ｉ１

見概もりを提出させ，次のようなデータをえた。

「ｌカバーなしの現行案1.2-1.4億フラン

２軽IIliの対簸（4330ｍのカバー迫力Ⅱ）第１案に対して1.2-1.5

億フランの噌額

３１１１度の対簸（4330ｍのカバー追加）第１案に対して1.`'-1.8

億フランの増額

‘I砿度の対簸（4330ｍのカバー追力[1）第１案に対して2.2-2.7
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億フランの増額

５カバー化された深い掘り割り総額１０億フラン

トンネルにする場合は，第５案よりもさらに高Mliになる｡」

この見積もりをふまえて，委員会は次のように提言した。「本委員会

は相当の追力Ⅱ費川を払っても，また工事中の迷惑が噸大することになっ

ても，フォントゥネー・オ・ローズからマッシーにかけての新幹線が地

下化されるかカバー化されるために解決策が見つけられることが必要だ

と考える。ただし，そのための追加ilWilは必ずしも国鉄負担にするとは

限らない。そのようにして地表部分を主要には緑地遊歩道の実現のため

に再利用すること，土地の通常の傾斜を尊iHしながらソー城からの基本

的な景観が尊重されることが可能になるであろう。（４３)」

結果的には，委員会のこの提言は緑地遊歩道の実現とカバー化を非常

に前進させるものとなった。以下で見るように，最終的には上記の内，

部分的にはもとの第１案のままの所もあるが，全体としては，第2,3

の案を混合しながら第１案を修正したかたちで緑地遊歩道が実現するこ

とになり，1.63億フランが追加される。

１９８３年８月５１１，公益調査委員会は，路線や公害対策についての修

正や提言，留保条件を付した上で，「当委ｊｊ会は計iilIiの基本路線の細部

が以上のようにしてIﾘI1iil1にされたことを満足なものと評価する」との肯

定的意見を'1)している(")。

これをふまえて，８３年９１二１１５日にミッテラン大統領によって，大西

洋新幹線を作るという決定が告知された。また８３年10月イル・ド・フ

ランス地域圏参｣ｌｉ会は，緑地遊歩道についての調査研究を「イル・ド・

フランス地域整備都Tlj計画研究所」（L'InstiIutd'Am61IagelllIletetd，

ＵＩ･banismedelilR6Hi()l)。'I1e-(1e・Fral]Ce,ｌＡＵＲＩＦ）に依頼した。８４年

ｌ）jに同研究所が緑地遊歩道についての第一報告書を作成し，これによ

って緑地遊歩道は，住Ｎ団体の提示したビジョンをこえて，行政組織の

寅任で作成した設計図という具体的姿をとるようになったのである。同
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時にその細部の設計をめぐって，住民，国鉄，自治体のあいだで活発に

交渉が行なわれるようになる。８３年秋から８４年春にかけて「緑地迎

盟」は，当時それを構成していた２８団体の連名で，ｌｒ１鉄や自治体や政

府諸機関といったさまざまな主体に対して地下化を要求し，働きかけを

続けた。この時期は住民団体の巡動のピークであったといえよう。「緑

地連仙の立場からすれば，緑地遊歩道の実現の方向が開かれたとは言

え，新幹線のカバー化が部分的なものにとどまり，公害防I上が不完全に

なることが懸念された。それゆえもっとも完全な（しかし高価な）対策

としての地~｢化を要求し続けたのである。これに対し，国鉄と自給体と

は，緑地遊歩道を尖現することについては合意したものの，財政上，そ

れぞれが負担しうる狸度の設計と建設態勢を望み，住民lijl体とは対立す

る立場（あるいは異なる立場）をとった。国鉄は地形的制約と財政上の

高負Iu1を理111にして，全面的地下化については一貫して拒否した。

８３年１１１１１５１三|，蹴境閣外{:'１が運輸相に，新幹線にかかわる公害防

止研究計画と防｣k手段について協定を結ぶことを申し入れた。しかし，

運輸省・国鉄0111がこれを嫌ったため，結果的にはこれは災現しなかった。

焦点となった緑地遊歩道の費川負担の|M1題は，８４年２)ｊｌ７{]に，遮

輸Ｗ１と環境閣外'１１との共同声lﾘlが出され，ｌｌｉｌ家が緑地遊歩道建設Yf1l1の

半額を出す（他の半額は自治体負担）という方針がIﾘ}示され，これが費

用負ｌｌ１ｌ１ｌｊ題の枠組みを構成することとなった。同時に，ガラルドン台地

には，どんな形のものであれ自動車用の道路を作らず，緑地遊歩道を実

現するという原MIIが承認された。

このような動きと平行して，８３年６月１３日から８`lイＩｉ４月１日にか

けて，大西洋新幹線についての，中央諸省庁間の「合|両1審理調査」

(illstructioIlmixte）が行なわれた。これは新幹線全線にわたって，政

府の各筒庁が，それぞれの担当する行政分野に支障を生じないかという

観点から，建設計iiIjiに対して意見を提出し，その改善策を検討するもの

である。各省庁はさまざまな意見を提出したが，全体としては，８４年４

３５



月１日に「工事の開始を疑問とするいかなるIlW保も存在しない」という

結論に達し，建設計ii1jiを是認した。

「公益調査」と「合同辮理調査」の肯定的見解を経て，新幹線建設に

ついてのコンセイユ．デタの肯定的意見(Avisfavorable)が，公益調

査の開始から丁度一年した８４年５月２５日に出されたｂこれはコンセイ

ユ．デタの諮問的機能の一環としてなされたものであり，行政訴訟に対

する判決ではない。だが，これによって建設計画は最終的に動かないも

のとなったと言えよう。なぜなら手続き的な可能性としてはコンセイ

ユ・デタが否定的意見を'1}せば，計画の見直しがありうるからである。

ところが，コンセイユ・デタが諮問的機能の一環として肯定的意見を出

したことは，仮に建設停止を求める行政訴訟が起こされた場合にも，コ

ンセイユ・デタは建設を肯定する判決を下す可能性が高いことを示唆し

ているからである。

コンセイユ．デタの肯定的判断をふまえて，同'三１（５月２５日)，デク

レによって，大西洋新幹線に公益性ありという宣言がなされ，翌日（５

月２６日）付けの官報(JourIIalOfficiel）によって，このデクレが公表

された。これによって大西洋新幹線は正式に決定されたのである。

［５］第５段階の8`１年６月から８５年２月末ごろまでは，新幹線計画

の正式決定をふまえて緑地遊歩道の具体化が進んでいき，緑地遊歩道の

最終的に決定された姿がほぼ固まる段階である。

緑地遊歩道の|脚想は当初は住民団体が提出したものであったが，この

段階ではその具体化の主要な担い手は自治体当局に移行する。住民団体

は地下化と全線カバー化を主張し続けた。これに対し，自治体はカバー

する地域を順次付加していったが，１Ｍ政負担とのかねあいを考慮し，住

民団体とは同一歩調をとっていない。

８４年６月から７月にかけて，ソー，アントニー，シャトゥネー・マ

ラプリーで，１１]度カバー約1300ｍの迫力Ⅱが行なわれている。また８５
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年１月１０日に４つの自治体（アントニー，シャトゥネー・マラプリー，

ヴェリエール・ル・ビュイソン，マッシー）で経度カバー約1400ｍが

一挙に追加される。これらの一部は運輸省の決定により国鉄の費用負担

でカバー化されるものであり，他の部分は地下化がありえないという国

鉄側の態度のWlii認の上に，自治体当局と政府が緑地遊歩道建設のために

費用負担を折半してカバー化に踏み切ったものである。８４年１２月の時

点において，住民団体（緑地連盟）はなおも路線の高さの引き下げを要

求している。しかし，もはや地下化要求は放棄され，提出されていない。

この段階では，緑地遊歩道の具体的姿について政府，自治体，国鉄の

あいだで合意が煮詰まっていく。それに対して住民団体は完全に納得し

てはいない。しかし，住民巡励は緑地遊歩道を実現させるにあたっては，

大きなイニシアチブを発揮したけれども，次第に計画の具体的姿の決定

に対する影鐸力を喪失していく。

［６］第六段階は85年３月から88年５月ころまでで，主要な争点が

すでに解決したことを前提に，緑地遊歩道が具体的に設計され，いくつ

か残っていた争点についても岐終的な利害誹鵬がなされ，計画の詳細が

決定される段階である。このⅡ柳1には大西洋新幹線の全線にわたる工事

が本格化する。

ガラルドン台地に関して言えば，８５年３１三lに緑地遊歩道の「事業組

合」（sylldicatmixed）が，設立される。それに加わったのは，イル・

ド・フランス地域圏，エソンヌ県，オー・ドゥ・セーヌ県，と通過地域

の９つのコミューンであり，合計１２の地方団体である。この事業組合

の事務局として雛lWi研究所内部の「緑地室」（Agencesdesespaces

vertes）が具体化の作業を担い，詳細設計を担当することとなった。

「緑地連盟」は８５年１２月に架会を開き，３箇所（シャトウネー・マ

ラブリー，マッシー，ヴェリエール・ル・ビュイソン）にカバーがして

いない地域が残っていることを批判し，カバーをつけるように要求した。
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図O大西洋新幹線の決定手続き

iii禦鮒i:WWMi｣…
ｌ

リュドー姿11会によるdMl術と報告１１F提１１１＜八一２＞

「
政
府
的
利

豊、

---句

IlLllll
---J

Ｉ
]：ｌＩｊｌｌｌ+１蛤

3８



この段階では，路線の高さを引き下げよとの要求も，もはやしておらず，

要求は「残された３箇所にカバーをせよ」というものにダウンしている。

結局，住民の長期にわたる地下化要求にもかかわらず，国鉄が当初発表

した路線は上下方向には移動しなかった。緑地遊歩道における公課対策

はカバーをつける部分が次第に1Ｗえていくというかたちで進展した。

８６年１月に，まだカバーのなかったシャトウネー・マラプリーの路

線の半分にカバーを追加することが，自治体の費用負担で行なわれるこ

とになる。これが住民のカバー化要求に対する自治体と【F1鉄０１'１の最後の

譲歩となった。フォントゥネー・オ・ローズ以南の約７．８ｋｍにおいて，

当初からカバーされていたのは２．１６ｋｍ（２８％）であったが，最終的に

は，３．５８キロのカバーが過jⅡ1され，カバー率は７４％となった。結局，

住民からみれば，８５年１２１１に要求した３箇所のカバーのうち，２箇所

半は実現できないことになった。

８７年]()１１５１二1から１１月１３日にかけて緑地遊歩道についての公益調

査が行なわれた。この過程で「イル・ド・フランス環境保護団体連絡事

務局」(1)L）は「北部のマラコフ，シャテイヨンにおいて緑地の幅が狭

すぎる。シャトゥネー・マラブリー，アントニー，ヴェリエール・ル・

ビュイソンにおいてカバー化されていない場所にカバーをつけるべきで

ある」という意見を提出した。しかし，最終的にこれらの点での改善は

見られなかった。

８８年５月に，国鉄と事業組合のあいだで残っていた最後の利害調整

問題，すなわち緑地遊歩道に使川する国鉄111地の買収，賃貸費用１１１１題の

決着がつく。その内容は，新絆線の路線を含むii1(上（あるいは直近）の

土地３０，幅については，１年あたり土地(ililffの０．３％で国鉄が各コミ

ユーンに賃貸し，３０，幅を越える部分については３％で賃貸する。３０

，幅を越える部分については，各コミューンが望む場合は時liliで売却

する，というものであるＩｌ５)。これによるフランス国鉄への賃貸収入は

年百万フラン（約2300万円）と予測されている。
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［７］第七段階は88年６月以降で，緑地遊歩道の工事が藩手されて

いく段階である。

既にあらゆる政治的利害調整が決着したので，残るのは，技術的実行

の問題となった。この段階では，大西洋新幹線の路線工那そのものはも

うほとんど完成している。新幹線へのカバーエzliは路線と同時に作られ

たので終了している。８８年７月時点での予定によれば，緑地遊歩道の

内部の工事（緑化，スポーツ施設，歩道，サイクリングコース等の腿

備）は，８８年の１１月までには着手し，８９年の１２月には完成させる予

定である。工事実施の実務は，整(Wi研究所の緑地室が担当する。

第四節意志決定過程の分析

次に以上の事実経過を，意志決定過程の特徴という視点で分析してみ

よう。すなわち，通過地域との共存を可能にするようなかたちでの新幹

線建設計画を可能にしたのは，フランスの意志決定ｉｌｉＩ度のどのような特

徴なのであろうか。なぜ，建設計画の「成熟化」が可能になったのであ

ろうか。どういう点が日本の意志決定(lill度と比較した場合に優れている

のであろうか。

［１］意志決定過程の理論的再枇成

第三節で記述した緑地遊歩逆の実現の過樫を，もう少し理論的に整nl1

してみよう。本建設計画の公益調査委員会の一員であったブルニィ

(ＢＯＵＲＮＹ）氏によれば，意志決定には，政治的な利害調雛，行政的

手続き，司法上の判'1)↑（訴訟（recou1.s）の権利の行使)，という３段階

があり，実際には相互に影辨しながら各段階が進行する(`6）。この視点

を取り入れることによって，第三節で記述した愈志決定過程のうち，第

二から第六段階を再構成してみよう。新幹線全線にわたる意志決定と，
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緑地遊歩道にかかわる意志決定との区別に{W意すると，次のような諸段

階があることがわかる（図６を参照)。

<Ａ＞新幹線全線についての政治的な利害訓盤の段階

〈Ａ－ｌ＞ミッテラン大統領の構想発表からリュドー委員会の発足準

備まで。（82年ｌ１ｊまで。第三筋で記した第二段階の前

半）

〈Ａ－２〉リュドー委員会が計画案を作成していく段階。（８２年７月

１日まで。第二段階の後半）

〈Ａ－３〉リュドー委員会の納論をふまえて公益調査を準備し，それ

を開始可能にする段階。（83年４１１まで。第三段階）

<Ｂ＞新幹線についての行政的手続きの段附

くＢ－ｌ〉公益調査が開始され，提出されたいろいろな意見をふまえ

て公益調査委員会が報告書を出す段階。（８３年５ノ1から８

）二)５１］まで。第四段階の前半）

〈Ｂ－２〉大統領が建設を決定する。（８３j'二９月１５日。第四段階の

中盤）

〈Ｂ－３＞省庁合同審理調在の結果，建設に対して肯定的結論がでる

（84年`１月１日。第四段階の後半）

〈Ｂ－４＞コンセイユ・デタ（上級の行政裁判所）が，建設に肯定的

な意見を表明し，政府が大西洋新幹線の公益宣言をする。

（84年５月251-1．第四段階の後半）

<Ｃ〉新幹線全線についての司法上の判断の段階（実際には，司法上の

判断を求める訴訟は起こらなかったので，この段階は潜在的なも

のにとどまった｡）

<Ｄ〉緑地遊歩道についての政治的利害調整の段階。（８２年９月から８５

年２月まで。第三筋の第三，四，五段階。従ってこの過穏は，新

幹線全線についての政治的利害調整の段階の一部〈Ａ－３〉，行

政的手続きぐＢ〉の各段階と重なっている｡）
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くＥ〉緑地遊歩道についての行政的手続きの段階。（85年３月から８８年

５月まで。第三節の第六段階）

このように再構成された意志決定の諸段階は，日本の東北・上越新幹

線の建設計画決定過程と対比させると，どのような特色を持つであろう

か。とくに〈Ａ－２〉からくり〉の段階が重要なので，そこを１１１心に考

察をDllえてみよう。

〈Ａ－２〉リュドー委員会とその報告書の特色

リュドー委員会の/I&大の役割は４路線案の''１から１つの路線を多角的

検討にもとづいて選択し，推奨したことである。リュドー委員会の報告

書は'三１本でいえば，Ａ１本計画あるいは整備計illliに'11当する具体性のレベ

ルにある。この委員会の役割は，［1本の制度でいえば，「鉄道建設審議

会」が政治家の介入なしに理想的に機能するようになった場合（現実に

はそうなっていない）のものに，ほぼ相当するであろう。この段階で，

すでに日本と比していくつかの点ですぐれた態勢となっている。

第一に，リュドー委員会は迦輪省，ｌ１ｉｌ鉄，政治家に対して独立性が高

く，自律性をもって路線選択の検討をしている。委員の[''心は専ｌ１Ｉｊ家で

あり，政治家の恐意的介入は排除されている。［1本において，東北・上

越新幹線についての鉄道建設審議会の審議がまったく空洞化し，政治家

の行なった実質的決定を追認するだけの装飾的存在に!y(していたことと

は，対照的である(４７)。リュドー委員会は基本的構想を煮詰めていくた

めに６０頁の報〈li書を公開しているが，これに相当するものは'１本の既

設の新幹線建設計画に見いだすことができない。

第二に，当委員会においては，輸送能力や採算を中心とする経営合１１Ｍ

性をｉｉｉ視した笑質的審議がなされている。四つの路線案をさまざまな視

点から検討し，骨格的な路線の選定（すなわち主要な通過点の選定）を

しているが，その根拠はすべて公表されており，結論には説得力がある。

と同時に，委員会には通過地域のlfl治休代表判が入っており，通過地域

の視点も反映されている。路線の決定において，農地の犠性が少ないと
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いう点と人口密災地を回避するという視点がIﾘj示的に語られている。

第三に，リュドー委員会は般終的決定機|兇iではなく，計iuiを漸次的に

練り上げていく一ステップである。`性急に一つの決定を下すことはして

いない。委員会の報告としては，「大西洋新幹線計画を検討することに

肯定的意見を出す｣('8)としており，今後の検討と選択についての余地を

残している。だが，選択肢の幅を狭め，かつ計画の具体化を一歩推し進

める機能を果たしている。すなわち路線の骨格的な選定という水i((；で最

有力な案を推奨しlHl題が多い案を排除している。またいくつかの地点及

び計画の諸l1lliiIiについて，さらにより詳しく研究すべき諸課題を指摘し，

その後の作業の方向づけをしている。

〈Ａ－３＞公益調査の事前協議（collsull〔ltioIlpr6illable）の段階。

リュドー委員会の報告書の提出から行政手続きとしての公益調査の開

始までのあいだには，約１１か月の期間があるが。この)U11111の政沿的利

害調鞭も公益調斑を準備し可能にしていくステップとして取要である。

この段附で，建設予定地域から強い反対がある場合は，計iIliiの修正が検

討される。ここでの実質的同意があってから公益調査に進むのである。

この段階で，述設主体たる国鉄と，選挙で選ばれるTIi長，地域圏参事

会（collsei１，．６KioIMlix)，国民議会議員（(16put6)，元老院議員

(s6I】atcur)，県参Ｌｌｉ会（conseild6partemental）等とのインフォーマ

ルな政治的接触，交渉が行なわれた。またイル・ド・フランス経済社会

委員会（comit66c(〕llomiquesocialed，I1edeFrance)(`，)との協議も行な

われた。住民団体はこれらの地域代表者ならびに国鉄と政府諸機関に働

きかけ，要求を提ⅡＩした。その結果，ガラルドン台地沿線の諸市会，二

つの県会は，続々と「緑地遊歩道建設促進」「高速道路述設反対」「新幹

線地下化」といった主旨の決議を行なった。８３年２月に，イル・ド・

フランス地域膳|参』li会が緑地遊歩道を建設することに賛成するとともに，

環境閣外ｲ'1とjuu輪ｌｌ]が住民災会に出席して，緑地遊歩道の実現を約束す

る発言をした。このような事前協議を通して，通過地域の要求を尊取す
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る形で実質的利害調整が進み，緑地遊歩道の実現の原則が硴実になった。

このことは，公益調在を開始しうる条件を整えるものであった。

日本でも，路線の細目の決定（工事実施計画の発表）以前に，通過地

域の利害関係者と建設主体との'１|]の交渉が根回しのかたちで行なわれて

いたと考えられる。しかし，東北・上越新幹線に供|しては，その範ljW1は

迦輪省，国鉄，鉄建公団の幹部，及び一部の政権党政治家のIIii囲に限ら

れていた。すなわち，路線のIllIl]を決定する以前の段階では，自治体111

係者及び通過地域住民からの愈見聴取は非公式のＦ１`前協議というかたち

でもなされていなかった。そのため]瓢実施計画の作成方法と内容が，

)m過地域の意向と利害を極端に軽視したものになり，それが後の段階で

の深刻な地域紛争を必然的にＷ{いた(`o)。

なぜフランスでは，この事|iii協議の段階で利害調躯に関与する主体の

範囲がより広く，また実質的にも通過地域の要求が尊重されることが可

能であったのだろうか。その鋤は公益調恋という段|精が後に控えている

ことであり，それが，この事前協議における利害|側Ｉ係者からの意見聴取

を慎重なかつ実質あるものにしたのである。

<Ｂ〉行政的手続きの段階

この手続きの'|]心は公益調恋〈Ｂ－ｌ〉である。公益調査の役割は，

新幹線の路線の細'二|を各地域の状況にIll1して選択すること，環境や農業

や地域生活への打撃を減少させるよう具体的対簸を改善することである。

公益調査の段階での計画案は，細目の略線地図（２万５千分の１）が公

表されている点からいっても，日本における「工聖|i実施計imli」に''1当す

る。

この公益調査の手続きは，利害調整を図りながら計画を洗練していく

という面でいくつもの優れた特色を備えている。

第一に，公益調査の中心になるのは「公益調査委員会」という独立の

機関であり，計画に公益性があるかどうかを調査するとともに，計画の

改善についての意見を報告書として政府に提出する。公益調査の過程で
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は，公表された「公１１１ｔ調査資料」を素材として，住民や自治体が，計画

に対して、由に意見をのべ，要求を提出することができる。つまり，計

画の最終決定の以前の段階で，計画の改善について社会的に議論を深め

る場が制度的に保障され，住民・lL1治体等も制度化されたｌ１ｊｌ路を通して

計画の改善に参加することができる。しかも大西洋新幹線の公益調査に

際しては，環境省の設置したフジェール委員会が，その進め方（機関，

資料の準備，委員の栂成等）について発言し，それが尊重されることに

よって，住民の意見提出がより容易にできる方向での運用が図られた゜

公益調査委員１３名のうち，２名が「イル・ド・フランス環境保護ＩＪＩ

体連絡事務局」の役員であり，住民団体の代表者という性格をもってい

た。

第二に，公益調査の過程は，（U|々の論点ごとにそのつど複数の案の優

劣を公開された資料にもとづいて検討するという形式をとる。建設主体

と他の利害関係者の見解が対立した場合，公益調査委員会は，対立する

議論をそれぞれ紹介し比較検討した上で，委員会としての独自の判断を

下していく。場合によっては，公益調査委員会は，建設主体の提'1)した

計i山iに対して修正案を提出する。そのような過怪の['１からより優れた案

が練り上げられていく。このような過程によって，「住民に何の相談も

なく決定した」という反発は和らげられる。住民にとって，資料に基づ

いた論理的な検討，論争が可能となり，そこにおける説得力の問題が大

切になる。

第三に，公益調査の一環として，1976年以来，環境アセスメントが

行なわれている。この環境アセスメントは，環境保全という基巡から計

画を吟味することを可能にするとともに，公害防止協定と１Wi似の機能を

発jllL，法律的効果を持つ。つまり建設後，建設主体が予il1llした値以｣Z

の被害がでた場合，’二1治体も住民もそれを理Illにして法廷で争うことが

できる(51)。

例えば，北部新幹線（'rGVNord）の公益調査資料を閲覧したとこ
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ろ(52)，環境アセスメント関係の資料だけで約180頁あった。北部新幹

線の環境アセスメントは１つの路線案を対象としてではなく，３つの路

線案（バリエーションも含めれば５つの路線案）を対象にし，それぞれ

について５つの観点から吟味している。ｌ１Ｉ１題の多い路線を順次除外し，

結局１つの路線案を望ましいものと判wiしている。さらに，選ばれた路

線を７地区に分け，それぞれを９つの視点からより詳しく検討していた。

第四に，公益調査における利害調整は野放しのものではなく，一定の

安定,性のある枠の中で行なわれる。そのため，議論百出して収拾がつか

なくなるとか，全体としての計画に雛合性がなくなるという危険は少な

い。この利害調整の枠組みを与えているのは，政治的利害調整〈Ａ〉の

段階で得られた合意である。大西洋新幹線の場合，それは，リュドー委

員会の報告書による路線の''9.格的選択と，事前協議による利害調整の実

質的進展である。路線の骨格的選択については，経営的合理性の観点か

ら最有力な案が提示されている。これについては社会的支持が高い。そ

れをふまえて，各通過地域では，iWi500mのゾーンを基本枠として，

その中で路線の選択が論じられるから，収拾がつかなくなるという事態

を回避しやすい。もしこの５００，幅を越えて路線修正が必要になる場

合には，もう一度公益調査をやりなおさねばならない。公害対策につい

ても，緑地遊歩道を建設するという原Ⅱﾘ的方針が既に政府の責任者によ

って表明されているので，それを共通iiii提としてｌｌＩｌ目の検討を深めるこ

とが可能である。

第五に，建設主体も，公益洲鎌の'１１で提出された部分的な修正案を受

け入れる柔軟な姿勢を示しており，事実，大西洋新幹線については全体

に４箇所のかなり大きな修正（3箇所の路線変更と緑地遊歩道の建設）

が，公益調査以後に行なわれた。建設主体にとって，修正に応ずること

は，事業の実施を危うくするものではなく，むしろ事業の成熟化と実施

の可能性を高めるものとなっており，当初案に固執していつも修正を拒

否することが必要だというわけではない。
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第六に，公益調査委員会の報告書の意見に従うかどうかは，政府が判

断することである。委員会自体が決定を下すのではなく，委員会の意見

に拘束力はない。しかし，委員会の意見が政府によって軽視されるわけ

ではない。公益調査委員会の意見を政府が尊重することは，その後に控

えた司法上の手続き，すなわちコンセイユ・デタヘの訴訟（recours）

の可能性によって担保されている。

以上の諸特徴を持つ公益調査の手続きが，「全国新幹線鉄道整備法」

にもとづく日本の意志決定手続きよりも，遥かにすぐれたものであるこ

とはI阻瞭である。

日本の場合，路線の細目の決定に際して，このような公益調査の段階

が欠如している。いったん建設主体の作成した路線案が発表された後，

公益調査委員会のような建設主体とは独立の主体が，さまざまな利害関

係者からの意見と要求を取り災め，それらの調整を通して計画を洗練す

るという過程が存在しない。つまり日本では建設主体が決定した路線案

を住民の要求によって変更することは，手続き上想定されていない。ま

た日本の環境庁においてフジェール委員会のような委員会が作られて，

巨大な交通網建設に対して環境保護の立場から発言したこともない。

日本の場合，路線の細目を決定するのは「工事実施計iimi」作成の段階

である。ところが，東北・上越新幹線においては，その作成は建設主体

によってのみ担われ，自治体や住民は事前にも事後にも制度上は意見提

出の機会を持たなかった。工事実施計画は，自治体や住民からの意見聴

取もないまま作成されたが，いったん作成されると，固定的な「決定」

として発表された。建設主体は，住民・自治体に対して，「工事実施計

画は絶対変更しない，とにかく「決定」を了承してほしい」という交渉

態度をとり続けた。

そして，情報公開がなされておらず（工事実施計画とともに発表され

る路線地図は２０万分の１で細部の判別はＨ１難)，密室での決定という不

明朗な性格がつきまとう。それゆえ，政治家の恐意的介入が大きな影響

４７



力をもったのではないかという批判を，免れることができない。フラン

スのように絶えず複数の案を検討した上で，lII1IllをﾘＩ示して１つの案を

選ぶということが欠ｸⅡしている。またこれまでに作られた東海道・'１１

陽・東北・上越の各新幹線については，畷境アセスメントも欠如してい

た。

それゆえ，計iilliの変更にあたっては，共有資料に基づいた論争よりも，

建設主体と地域住民・自治体の力関係が鍵になる。結果として地域紛争

が長I0l化し，計画の洗練も円滑に進まない。

〈Ｂ－２〉公益調査をふまえて，８３年９月１５日に大統領によって，

大西洋新幹線建設の決定が行なわれ告知された。

〈Ｂ－３〉また省庁間の「合|可審理調査」が公益調査と平行的に，政

府内部の利害調縦を進めるものとして行なわれた。これは，馴業計画に

対して，政府の各省庁がそれぞれの担当分野の立場から意見を出し合い，

計画の改善を進めるもので，公益調査と同一の資料にもとづいて辮理が

進められる。環境省はこの手続の中で環境問題の見地から意見を(1)した。

IWl境省の対応ははじめは厳しいものであり「環境対箙が不十分である」

と指摘した。この過１Ｍで環境省は「作業グループ」の設lriを要求し，実

際に設悩され，非常にたくさんの会合がもたれた。また，環境省は緑地

遊歩道については一貫して地下化を要求した。また環境省は現境保全の

ための協定を国鉄と結ぼうと努めたが，国鉄がそれを嫌い実現はできな

かった'53)。８４年`〃１１日，省庁合|可審理調査の結果，述設に肯定的結

論がえられた。

このような省庁合|同|審理調査も，事業の成熟化を進める一つの条件に

なっている。［1本の意志決定手続きは，この面での制度化が不十分であ

り，この点にも改善の余地があるといえよう。

〈Ｂ－４〉公益調介と合同審理調査の結論を受けて，コンセイユ・デ

タがその諮'１(}的機能の一環として意見を提ＩＩＬ，それをふまへて，政府

が建設計iujiの公益性を宣言する。このような手続き段階は[1本には欠ｸ'１
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している。だが，この段階は，それ以前の段階における利害調整と計iuJ

の洗練が形骸化しないための大切なチェック機能を果たしている。

<Ｃ〉司法上の手続きの段階。

これはコンセイユ・デタの判断を求める訴訟（1℃cou1.s）ができる段

階であり，政府が公益調査委員会の意見を大切な点で無視した場合，そ

れを不当と考える自治体や住民は訴訟を提起できる。さらに場合によっ

てはその後で，行政裁判（juridictiolladministr【ltive)，）ﾄﾘ事裁判（jlIr、

idictionI)CIlale）に訴えることができる。

大西洋新幹線の場合，訴訟（recou,.s）の手続きは潜在的なものにＷＹ

った゜しかし，この訴訟の可能性があるということが，それ以前の公益

調森での利害調整を促進し，実質あるものにするための黙示的な条件に

なっているのである。

<、＞緑地遊歩道についての政治的利害調整および〈Ｅ〉行政的手続き

の段階。

新幹線全線についての政治利害調整の段階の一部〈Ａ－３〉，行政的

手続き〈Ｂ>，司法上の手続きぐＣ＞の諸段階は，緑地遊歩道を焦点に

して視点を変えて見れば，緑地遊歩道の実現のための政治的利害調盤の

段階であると把握できる。この諸段階を通して緑地遊歩道の骨格が決定

されていった。［'１でも，運輸相と環境閣外相が８３年２月に緑地遊歩道

の実現を約束したこと，８４年２月に両者の共同jiIiIﾘlで，政府がZY111の

半額を負担することを発表したことが画期となる。新幹線全線について

の行政上の決定手続きが終わった段階（84年５)1）になっても，緑地

遊歩道についての政治的利害調躯は続いていたが，８イ年６－７月と８５

年１１]の２回にわたる防音カバーの大幅な追加でヤマ場を越すことにな

る。８５年３月に緑地遊歩道のための事業組合が設立ざれ実務を担当す

ることになるが，この頃より，行政的な実施の段階に入ったと解釈でき

る。８６年１月に最後のカバー追力Ⅱが決定され，それをふまえて，８７年

'011－１１月に緑地遊歩道の建設についての公益調恋が行なわれた。
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以上の諸段階を経て，大ilq洋新幹線の建設は，日本の東北・上越新幹

線と比較して，公害対策の洗練という点でも，社会的合意形成という点

でも，より「成熟`l1li」が高いかたちで遂行されたと言えよう。計画の発

表から建設が終わり|)I業するまでの期ＩｌＩｌをとって比較してみても，フラ

ンスの新幹線のほうが時間的に見てもより速やかに建設が実現した。東

北新幹線は，基本計画の決定から大宮櫛定始発による部分開業まで，１１

年５か月，上野開業まで１４年２か月かかっている。フランスの大西洋

新幹線の場合，大統領による描想発表から811畠を経た時点（89年９月）

で部分的に開業することが可能になった(5側。フランスの意志決定制度

が日本より優れていることが，より「成熟した」型'1業のすみやかな実現

を，傾向的に可能にしている一要因であるといえよう。

［２］意志決定過裡の特徴

フランスの新幹線の意志決定過程の特色をまとめて，どういう点が優

れているのかを確認しておこう。

第一に，「計画の決定」とは漸次的に計画案が熟していく連続的な過

程であり，一・lulの決定によって計画が決まるのではないことである。計

画は数段階の手続きを経て，順次煮詰まっていった。当初は抽象性の商

い案であり，より具体的レベルではさまざまな選択の余地を残していた

が，意志決定の諸段階を経て計画がより具体的なものになるにつれて，

次第に選択の幅が'！(定されていった。その過１Ｍで，さまざまな要求を汲

み上げながら部分的修lliを行なうことによって，利害調整が行なわれ，

次第に広い範MHの社会的合意が形成され，正当性が付与されていった。

どの段階でも取りiillしや，修正や見直しの可能性は開かれているが，後

の段階になるほど，「lililまった部分」が大きくなり，大幅な修正は事実

上困難になる。そのようにして「計画案」が次第に「正式の決定」へと

成熟していった。

第二に，意志決定手続きが，さまざまな立場からの利害表出に対して
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開かれたものになっていること，しかも計画としての一貫性を保持しう

ること，政治家の窓意的介入を排除しやすいこと，複数の案の催劣の検

討が論拠を公開して行なわれること，合理的な論争を誘発しやすいこと，

住民側に対抗力を保障していること，といういくつかの点において，た

いへん洗練されたものになっている。

とくに，リュドー委員会，公益調査委員会，コンセイユ・デタという

第三者機関による判Wiのくりかえしがあるため，建設主体の観点のみが

独走することに歯止めがかかっている。これらの機関に説得力のある意

見を|}｝すことが，建設主体側にとっても，他の利惑関係者にとっても必

要であるため，事実にNllした科学的な論争をするように各主体は促され

る。

第三に，新幹線の建設の決定，および通過地域との利害調整（緑地遊

歩道の建設）において，政府行脳部（大統領，運輸ｲ'１，環境+１１）の蔽極

的関与と決脚iが見られる。その制度的背)ｉｆはフランスにおける['１央集権

的構造であり，決定と執行の役;';'１の明確な分化である。フランス国鉄は

事業の執行者として位慨づけられており，利害調整についての政策的決

Ｗｉの責任は政府にある。住民lill体もこのことを自覚しており，政府｢１１枢

との接触に努力し，また事実，交渉の場を持った。例えば，住民運動の

''１心であった「緑地連ＩＭＩ」の代表背ギーーポンノー氏は，「我々は環境

省とかなり有効な接触をしている」と語っている。また，フォントゥネ

ー・オ・ローズのリーダー，プイームヌー氏も「国民議会議員や県知事

には実質的権限がない。我々は迦輸省と大統領に､１１接働きかけるように

した。ＳＮＣＦは技術的執行にかかわる主体であるから，我々は彼らと

も議論したが，我々の主要な｜１１手ではない｡」と語っている(55)。この点，

通過地域との利害訓雅（公害対簸等）を建設担当組織（国鉄）の中堅幹

部にほとんどゆだねてしまい，より上瞬の要素主体が思い切った政策的

打Ｍ１を図ろうとしなかった日本とは対照的である。

第四に，決定手続きの各段階において，それぞれより後の段階が控え
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ていることが，iiiの段階での成熟化努力を真剣なものにしている。公益

調査及び合同審理調査が開始されるのは，建設主体と地域の利害関係者

との間で一定の利害調整がなされた上でのことである。建設主体は，公

益調査|)'１始の前の事前協議の段階で，極ﾉﾉ，関係者との合意を形成する

よう努ﾉﾉせざるを得ない。というのは深刻な不満を呼び起こすような未

熟な計画案のまま，公抽調査に踏み込んだ場合，公統調査の過程を円滑

に通過できない恐れがあるからである。

次に，公益訓在委員会が報fli書に記した意見に関しても，建設主体が

それを尊重するような勤機づけが働く。なぜなら，もし公益調査委員会

の意見を無視した行動を，建設主体がとろうとすれば，それによって不

利益を被る住民等がコンセイユ・デタヘ訴訟を提起し，それによって計

画が頓挫する恐れがあるからである。

第五に，このように(:i;民や自治体llllに対抗力が保障されていることに

よって，「合理性の調和」が実現しやすい櫛造になっている。すなわち，

建設主体|ﾉﾘ部の|H々人の業務上・経歴上の利轡関心（自分の仕事の円滑

な遂行，’二1分の1r/､進）という意味でのミクロ的な合11M性と，「事業の成

熟化」という意味でのマクロ的な合理性とが，調凋'しやすい構造になっ

ている。より後の段階で拒絶されたり，大きく訂正されるような未熟な

計画を前の段階で作成し，結果として途中で行き詰まるという事態は，

建設主体内部の(181人の経歴上の利害関心からいうと，避けなければなら

ない事態である。そのためには，それぞれの段階でより後の段階を無事

に通過できるような実li/i的合意を利需関係者から猶得しなければならな

い。それゆえ通過地域lii民の要求を一定程度尊重することが，建設主体

全体にとっても，その内部の個人の経歴上の利害にとっても，合]M1的な

こととなる。

以上，五点にわたって，意志決定過程の特色を考察したが，このよう

な形で利害調搬のしくみがきわめて洗練されていることの背景として，

利需対立の表われかたについてのフランス社会の特質があると言えよう。
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日本に比して各主体の自己主張が先鋭に表出され，非妥協的な対立や紛

争がより１１常的に存在しているというフランス社会だからこそ，利害調

整の制度がこのように高庇に洗練されたのではないだろうか。

［３］このような意志決定制度は万能か

では，このような意志決定制度に立脚すｵしば，どういう大規'21〔な建設

事業でもその成熟化が可能となるであろうか。この点についてはいくつ

かの条件をつけなければならない。

第一に，他のあらゆる制度と同様に，この制度もそれを担う主体の(ＮＩＩ

に，その適切な運川にふさわしい資質や力戯がなければ空iliil化するであ

ろう(5`)。フランスの意志決定ﾙﾘ度は，１１本に比べて，事業の成熟性を

実現しやすいものとなっているが，実際に制度運営を担う主体に一定の

条件がなければ，このような制度でも失敗がありえる。次のような諸要

因が制度迎営の成否を左右するものとして重要である。

〈ｌ〉公益調査委員会の力量，その権威，公平さへの信頼。

委員会が形骸化した検討しか行なわないならば，計画批判者は公益調

査の手続き全体を不当なものとみなし，公益調査の制ui〔枠組みを越えた

別の形での紛争が展開するであろう。また建設主体は，公益調査に入る

前の段階で，利害関係者のあいだに実質的合意を形成しようという努力

をしないであろう。

〈２〉コンセイユ・デタの権威，信頼･性。

コンセイユ・デタに椛威があるかどうかによって，事前協議〈Ａ－

３＞や公益調査くＢ－１〉の段階の手続きが効果的なものになるかどう

かが左右されるであろう。

〈３〉住民側の力量。

いかに公益調査の制度があっても，住民側から内容のある批判や提言

がなされなければ，計画は成熟化しない。本計画の場合，緑地遊歩道を

初めに提言したのは住民|Ｊ１体であり，全体の過程をとおして，住民団体
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が，環境保全の立場から理想主義的計画を提示し続けたことの影響が大

きい。住民'１１１体の欄極性が'４１治体の械極的取りjM1みをもたらしたのであ

る。

<４〉リュドー委員会，フジェール委員会の役割。

両委口会とも，法律的には義務づけられているものではなかったが，

政府の政簸的判断で設|iiiされ，それぞれ，計ulliの成熟化を促進する役割

を果たした(５７)。

第二に，利害対立が深刻なため，フランスの公益調森制度をもってし

ても社会的合意形成が達成されていない開発計画の領域が存在する。そ

の代表は､i〔子力発屯所の建設問題であり，これについては，フランス社

会内に深刻な'11論の対立と社会紛争がある。公益調査ilill度'41体は，新幹

線の場合とliil様に存在していたが，批判派から見れば，建設地域住民の

利害の尊血という面で有効に機能しているわけではない。新幹線の場合

は，公益調森を通して，社会的合意が形成できたのに，なぜ原子力発電

所の場合にはそうではないのかということは，〉ｊＩ化lに検討されるべき問

題である。

結び

最後に，本稿の要点をまとめておこう。

高速交通網と通過地域社会を共存させる方法について，フランスの新

幹線は多くの教訓を提示している。とりわけパリ郊外の人'二1密集地に作

られた「緑地遊歩道」は，都市部において蹴境保全と新幹線を両立させ

る理想に近い方法として高く評価されるべきである（第一筋，第二節)。

新幹線建設にかかわる利害調整と社会的合意形成という点で，フラン

スの意志決定制度は高度に洗練されたものであり，その核心をなす公益

調査↑|I度，及びその['１にjlMlみ込まれた環境アセスメントilill度の優れた機

能に注'二Ｉしたい。またこれらの制度を通して，実際に事業の成熟化が促
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進された過程においては，住民団体等の諸主体の主体的力逓が大切な要

因になっている。このような優れた制度に立脚した意志決定過程と対比

すると，日本における意志決定過程がなぜ未熟型の計画を傾向的に生み

出すのが明かになると同時に，その改善の方向についてもさまざまな示

唆が得られるように思われる（第三節，第四節)。

》王

(1)以下の南東新幹線の説明は，ＦＲＥＭＹ，Ｄ、ｅｔＦＲＥＭＹ，Ｍ、1987,

ＳＮＣＦ1978,ＳＮＣＦ/CETEdeLyolll983及びＶＥＲＲＩＥＲ,Ｇ１976によ

る。大西洋新幹線の説明は，FREMY，Ｄ、ｅｔＦＭＭＹ，Ｍ・’987,

ＣＩＩＡＭＢＲＯＮ,Ｅ､１９８６及びＡＤＩＮＥ,Jean-Pierrel988による。北部

新幹線の説lﾘjは，ＡＤＩＮＥ,Jeall-Pierrel988及びＳＮＣＦｌ９８８による。

（２）ＦＮＡＵＴのＭｍｅ・ＢＩＧＯＲＧＮＥとＭ・ＢＡＴＴＥＡＵからのｌｊＩ１き取り

（1988年６月２９日）による。

（３）Ｍ､ＰｉｅｒｒｅＳＡＭＵＥＬ(Pr6sidelltdesAmisdel【lTerre)の筆者あて

の手紙（1988年６月２７日づけ）による。

（４）フランス環境省の新幹線公害担当職員，Ｍ､CIaudeBRULIiからの

聞き取り（1988年６月１０日）および，南東新幹線の環境への影瀞を

分析した報告書［SNCF/CETEdeLyonl983（とくに371〕.)］による。

（５）日本の障害防止対策の規模と進捗状況については，船橋，長谷111，

畠中，勝H1,1985,103-106頁を参照。

（６）Ｌｅｑの定義は次のとおり。

Ｌｅｑ('"し)-10'・圏[六ﾉW響`Ⅱ］
ただし，ここで，ｔＩは測定の開始時点，ｔ２は測定の終了時点。ｐ(t)は

Ａ特性で重みづけられた各時点での音圧の実効値，ｐ･は基準審圧(２０

〆Ｐａ(２xlO-5N/ｍ２))。

（７）Ｍ、ＣＡＩＩＭＢＲＯＮ（フランス国鉄大西洋新幹線局長）からの聞き取

り(1989年６月30日）による。

（８）ＳＮＣＦ１９８８による。

（９）大西洋新幹線と北部新幹線の公益調査委員であるＭ、ＢＯＵＲＮＹか

らの聞き取り（1989年６月２９日）による。

(10）環境省における聞き取り（上述）及び「緑地連盟」（FATCV，後
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述）の文i1｝［FACTV1983］による。

(11）新幹線騒音の特性を考lliIして，Ｌｅ(l＝LInax十ｌＯＬ()R(１１．t｡/(t2-t,)）

として計算。ただし，

Ｌｍａｘは，列J|[通過に際してのピーク時騒音。

’１はｔ，とｔ２のあいだの列Jli通過本数。

ｔｅは列車通過時間すなわちピーク時騒音の持続時間(400ｍの車両が

時速２００ｋｍで走行するものとして，Ｉ｡＝7.2秒)。

ｔ２－t,＝１２時'''1-13200秒とする。

数式の展Ｉ)｝1と計算にあたっては，ＳＮＣＦｌ９８８,MinisIredel'ellviroル

llen〕Cl}ｔｌ９８５を参照した。

(12）南東新幹線についての体系的なり(後環境影僻調査［SNCF/CETＥ

（IeLyonl983］においても振動の項'1は存在しない。また，大西洋新

幹線の公益調IIiE委員会の報告書［Comlnission(1'en(luCtel983］でも，

振動については1行しか涛及していない。およびＮＬＣＩＩＡＭＢＲＯＮ

からのｉ{(1き取り（上述）による。

(13）迦輸省の推計による。「判例時報.１，No.976,1980年，381頁より。

(l`l）ＳＮＣＦｌ９７８および，Ｍ､ＧＵＹ－ＢＯＮＮＥＡＵ（Pr6side】】t(1elaF6d6r・

atiol）（IesAsHociatioI1sc(〕lltl･eleslluisal】ｃｅｓｄｕ'1,ＧＶＣＩＩ)ourlfl

CouI6eVerte(FATCV)，「緑地連盟」代表）からのllilき取り（1988

年７月１日）による。

(15）ヴヴレイの地下化は，延長１５００ｍにわたって行なわれⅢ経費は1

ｍあたり１５万フラン（約345万''１）である。ＣＯＮＡＮ，Ｅ・’987によ

る。

(16）フランス国鉄(SNCF)大西洋新幹線局長，ＭＣＩＩＡＭＢＲＯＮから

の1111き取り（１９８８年６月３０日）による。

(17）図２及び，以下での緑地遊歩道の説lﾘjは，Sylldiciltmixted'61u(lｅ

ｅｔ（ler6alisaIion（1ｅｌａＣｏｕｌ６ｅＶｅｒｔｅ（lllSu(１１〕al･isielll987および

ＮＡＶＡＲＲＥ,I).;ＪＡＣＯＢ,Ｃ､ｅｔ１，Ａ()ES,ｊＬ,1985に依拠している。

なお緑地遊歩道のN1地は，シャティヨンにおいて，約１．５キ['にわた

って新幹線111地とは離れたところを通る予定であるが，その一部は未

確定である。それゆえここでの総延長は近似的な値にとどまる。

(18）ＳＮＣＦＤｉｌ･ection(ＩｅＩ【lLign(PNouvcⅡｅＴ()VAtlallti(Iuel986およ

びＮ/ＷＡＲＲＥ,，.;ＪＡＣＯＢ,Ｃ､ｅｔＩ’八()IDS,ＪＬ、１９８５による。

(１９）図の出典は，Syn(licaIlllixte(1'6t11〔leetder6alisYlIioll(IelaColll6e
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VertedllSu(11)al･isielll987，およびＮＡＶＡＲＲＥ,Ｉ).;ｊＡＣＯＢ,Ｃ・ｅｔ

ＰＡＧＥＳ,ＪＬ・’985である。

(20）ＳＮＣＦ１９８３Ｈｌによる。

(21）ｊＬＧＵＹ－ＢＯＮＮＥＡＵからの聞き取り（上述）による。

(22）Ｍｍｅ.’〕ＩＣＡＲＤからのｌｌｌＩき取り（19881126月171]）による。

(23）フォント1ンネー・オ・ローズの住民巡動の摘獅樹，Ｍ、Ｌ()ｕｉＳ

ＰＯＵＥＹ－ＭＯｌｊＮＯＵからの'１(1き取り（11)88年６月２［l）による。

(24）Ｍ・ＣＨＡＭＢＲＯＮからのl1ilき取り（上述）による。また同氏によれ

ば，大西洋新幹線の場合，土地の強制収111は路線の(〕､６％とのことで

あった。

(25）上尾市や北九州市では，Ｗｉ幹線周辺の緩衝緑地帯の形成は，二'２地収

得費用も含めて自治体の負担によって行なわれている。名古屋市や埼

玉県で，建設・運営主体（|rl鉄）の一時的費用負担によって，事突上

の緩衝地形成がなされているが，土地１Ｍ()Ylf用の斌終的１１ｲ政負担を建

設主体が行なうという原IIlIは確立していない。建設主体は自治体が股

終的費用負担者になることを望んでいる。そのために，それらの土地

の管理責任の所在が決満しておらず，そ」Lらは緑地として整備されて

いない。

(26）ＦＮＡＵＴｌ９８１に，鉄道交通網についての独自の案が発表されてい

る。また，ＦＮＡＵＴのＭ１】】e・ＢｌＧＯＲＧＮＥとＭ・ＢＡＴＴＥＡＵからの

I1ilき取り（上述）によれば，３つの新幹線を結合するしかた（il〕l(Br・

conlIexion）についても，パリ都心部を避けるという案を，ＦＮＡＵＴ

は国鉄よりも以前に提言してきた。

(27）その２名のうちの一人であるＭ・ＢＯＵＲＮＹからの'１１１き取り（l988

llﾕ６月１５１]及び２９日）による。

(28）本節のL}「実締過については，関係者への１３回のヒアリング，およ

びCommissiol〕(Iecol)ccrmIioIlTGVAI1anti(luel983il,l983b,l983c，

ColnmissiollT()V-Atlilnti(Iuel982，Comll1issioll〔1,EII(luetel983，

llureaudeLiais()IldesYlssociationsdcsHluvegal･(IC〔ｌｅｌ'elwirollne・

ｍｅｎｔ。'uedeFrancel983，1988,ＳＮＣＦｌ９８３ａ，19831)，l983c,Ｓｙｌｌ(1ｉｃａｔ

ｌｎｉｘｔｅｄ'6tu(leetder6alisiltiol〕delHlCouI6eVerte（lllSudpilrisiel〕

１９８７に依拠している。

(29）デクレは，ここでは日本の政令にｲⅡ当する。

(30）Ｍ，ＣｌｌＡＭＩｌＲＯＮ（ＳＮＣＦ，Directcul･ｄｃｌａＬｉｇＩｌｅＮｏｕｖｅｌｌｅＴ(BＶ
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Atlallti(Iue）からのlIl1き取り（19881'二６月３０日）による。

(31）Colnll】issiollT()V-Atl(lnti〔lllel982による。

(32）Commission'1,()V-Atlill)tiqucl982p,４１。

(33）Colllmissiol]TGV-Atlilntiquel9821).３７。

(3`l）Conlmissiol1TGV-AtlYllltiqucl982p,３７。

(35）地域圏(r6gi〔)､）とは，県の上位にある自沿体のjli位で，イル・

ド・フランス（IIe-de-Fral1ce)地域|劇には，エソンヌ，オー・ドゥ・

セーヌ，ヴァル・ドゥ・マルヌ（V8ll-de-Marne)等６県とパリTliが含

まれる。

(36）ゴンセイユ・デタはフランス独特の上級行政裁判所。その前身は大

革命以前の国王噸lllj会議に遡る。ナポレオン1世期に創設され，その

後何回もの改変を総て，現在は，政府に付|iiiされた諮問機関と，主た

る行政裁判所という二甑の機能を果たし，きわめて商度な権威を持つ。

約180名の構成員がいるが，そのiljでも評定官(conseillcrs(1Titat）

は上屑の役職である。より詳しくは，Ｊ・リヴェロ1980＝1982206-219

頁を参照。

(37）Comnlissioll(1ecollcert【ltionT.(｝.Ｖ,Ａｌｌ【11〕ti〔Iuel983a,19831)を参

照。

(38）Commissiolld'EII(lu6tel983831)．

(39）このようなiiM告瞥の書き方は，フランス社会における討論のしかた

や意志決定のあり方についての常識の反映とみることもできよう。対

立する意見の存在する'１{]'11.に対してこういうかたちで議論を進めるの

は，フランスの学校教育における小論文((1issertaIi()､）の書き方に対

応している。

(`10）ＣｏｍＩｌ〕issioIl(l'El】qu6tcl9831).８による。

(４１）大西洋新幹線の風境アセスメントにかかわる法規としては，次のも

のが雑木的である。

Laloil1.76-629dujuilleI19761℃liltiveA1al)rotectiondelal1aturc，

Ｌｅ（16cretn77-ll`1１（ｌｕｌ２ｏｃｌｏｂｒｅｌ９７７Ｉ)risl)ourapplicatiol】ｄｅ１，

article2delHlloiIlo76-629．

なお，Ioiは｢１本でいう法律に'１１当するが，d6cret（デクレ）は，日本

の政令にあたる施行令としてのデクレと，固有の行政立法としてのデ

クレ（[|本にはｲ１１当するものがない）とがある。

(`１２）Commissiol)(l'EnquOIel983I叩16.

5８



(43）CommissiolldEnqu6tel983p.`16．

(44）Commissiol】。'EnquCtel983p､83．

(45）ＭＣＨＡＭＢＲＯＮからの'''1き取り（上述）による。

(46）Ｍ､ＢＯＵＲＮＹからの二lQlの聞き取り（上述）による。

(47）この点についてより詳しくは，舩橋，長谷川他1988125-126頁を参

照。

(48）CommissionTGV-Atl【lntiquel982I).54．

(49）イル・ド・フランス地域圏レベルにおける，各界の委員１１２名から

なる諮問機関。

(50）舩,橋，長谷川他1988の第２章，第４章を参照。

(51）環境省のＭ､ＢＲＵＬＥからの聞き取り（上述）による。

(52）北部新幹線(ＴＧＶＮｏｒ(1)の公益調査は，1988年５月３１日から７月

１３日に行なわれた。同期IIllll1の６月１７日にパリ市第１０区区役所にて，

関係資料を閲覧した。

(53）環境省のＭ・BRULEからの聞き取り（上述）による。

(54）ＡＤＩＮＥ,”m-Pierrel988による。

(55）Ｍ、ＧＵＹ－ＢＯＮＮＥＡＵからの聞き取り（上述)，Ｍ・ＰＯＵＥＹ－

ＭＯＵＮＯＵからの聞き取り（上述）による。

(56）プイームヌー氏も「現在の計画決定手続はそんなに悪くない。ＩｌＩｌ題

はその運/11だ｡」と運１１１の大切さを力説している（Ｍ・ＰＯＵＥＹ－

ＭＯＵＮＯＵからの聞き取り（上述))。環境問題の専門家であるクリス

チャン・ガルニエ氏も「各地力で民主主義がどの程度災現しているか

によって，公益調査の実態は変化する。公益調査を実際に生かせるか

どうかは市民が正確な情報を入手し，ＩM1解しているかどうかにかかっ

ている」と語っている（MChristiallGARNIERからの聞き取り

（1988年７月１１日）による)。

(57）環境省からみれば，フジェール委員会の機能は期待されたほど大き

いものとはならなかったが，全体としての公益調査の過程を，より住

民の意見と環境保護の視点を大切にしたものにするように作用したと

はいえる。（Ｍ・BRULEからの聞き取り（上述）による｡）
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